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平 成 3 0 年 第 ３ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 平成30年３月８日（木曜日）

開 会 午前10時３分

散 会 午後３時59分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成30年度沖縄県一般会計予算

（子ども生活福祉部及び教育委員会所管分）

２ 甲第６号議案 平成30年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 純 恵さん

委 員 新 垣 新君 末 松 文 信君

照 屋 守 之君 亀 濱 玲 子さん

比 嘉 京 子さん 平 良 昭 一君

金 城 泰 邦君

欠席委員

次呂久 成 崇君

説明のため出席した者の職、氏名

金 城 弘 昌君子 ど も 生 活 福 祉 部 長

福 祉 政 策 課 長 金 城 賢君

青少年・子ども家庭課長 友 利 公 子さん

子ども未来政策課長 喜舎場 健 太君

子 育 て 支 援 課 長 大 城 清 二君

障 害 福 祉 課 長 與那嶺 武君

消費・くらし安全課長 長 嶺 祥君

平和援護・男女参画課長 大 濱 靖君

平 敷 昭 人君教 育 長

総務課教育企画室長 賀 数 朝 正君

教 育 支 援 課 長 登 川 安 政君

施 設 課 長 佐次田 薫君

学 校 人 事 課 長 古 堅 圭 一君

県 立 学 校 教 育 課 長 半 嶺 満君

義 務 教 育 課 長 當 間 正 和君

保 健 体 育 課 長 平 良 朝 治君

生 涯 学 習 振 興 課 長 城 田 久 嗣君
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ただいまから、文教厚生委員会○狩俣信子委員長

を開会いたします。

本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につい

てに係る甲第１号議案及び甲第６号議案の予算議案

２件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教

育長の出席を求めております。

なお、平成30年度当初予算議案の総括的な説明等

は、きのうの予算特別委員会において終了しており

ますので、本日は関係部局予算議案の概要説明を聴

取し、調査いたします。

まず初めに、子ども生活福祉部長から子ども生活

福祉部関係予算議案の概要の説明を求めます。

金城弘昌子ども生活福祉部長。

子ども生活福祉部○金城弘昌子ども生活福祉部長

所管の平成30年度一般会計及び特別会計歳入歳出予

算の概要について、お手元の抜粋版平成30年度当初

予算説明資料子ども生活福祉部に基づき、御説明い

たします。

説明資料の１ページをごらんください。

平成30年度一般会計部局別歳出予算でございます

が、太枠で囲った部分が子ども生活福祉部所管に係

る歳出予算となっております。

子ども生活福祉部所管の一般会計歳出予算は813億

5593万円で、県全体の11.1％を占めております。

また、前年度と比較しますと11億5392万8000円、

1.4％の増となっております。

増となった主な要因は、子どものための教育・保

育給付費、障害者介護給付費等事業費及び介護給付

費等負担事業費などの増によるものであります。

２ページをごらんください。

一般会計歳入予算について御説明いたします。

平成30年度予算額の県全体の歳入予算の合計

7310億4800万円のうち、子ども生活福祉部所管の歳

入合計は178億4516万6000円で、県全体の2.4％を占

めております。

また、前年度と比較しますと28億8868万1000円、

13.9％の減となっております。

減となった主な要因は、地域医療介護総合確保基

（ ）文教厚生委員会記録 第３号
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金繰入金及び老人福祉施設整備に係る県債などの減

によるものであります。

次に、歳入予算の主な内容について款ごとに御説

明いたします。

７の（款）分担金及び負担金の3986万5000円は、

生活困窮者就労準備支援事業等負担金や児童福祉施

設負担金などであります。

前年度と比較しますと644万2000円、13.9％の減と

なっており、これは主に東日本大震災の避難者救助

。に係る災害救助費負担金の減によるものであります

８の（款）使用料及び手数料１億780万7000円は、

平和祈念資料館の観覧料などであります。

前年度と比較しますと167万8000円、1.5％の減と

なっており、これは主に証紙収入の減によるもので

あります。

９の（款）国庫支出金134億5915万6000円は、生活

保護扶助費や待機児童対策特別事業などに係る沖縄

振興特別推進交付金などであります。

前年度と比較しますと3980万3000円、0.3％の増と

なっており、これは主に障害児者福祉施設等整備費

の増によるものであります。

10の（款）財産収入4623万8000円は、土地貸付料

などであります。

前年度と比較しますと538万8000円、10.4％の減と

なっており、これは主に災害救助基金利子収入の減

によるものであります。

12の（款）繰入金34億5972万6000円は、沖縄県安

心こども基金や地域医療介護総合確保基金などから

の繰り入れであります。

前年度と比較しますと20億7745万3000円、37.5％

の減となっており、これは主に地域医療介護総合確

保基金繰入金及び沖縄県安心こども基金繰入金など

の減によるものであります。

14の（款）諸収入５億7457万4000円は、介護給付

に係る市町村からの介護給付費負担金の償還金など

であります。

前年度と比較しますと7587万7000円、15.2％の増

となっており、これは介護給付費負担金の償還金の

増などによるものであります。

15の（款）県債１億5780万円は、性暴力被害者ワ

ンストップ支援センター体制整備事業などでありま

す。

前年度と比較しますと９億1340万円、85.3％の減

となっており、これは老人福祉施設整備事業の減な

どによるものであります。

以上で、歳入予算についての概要説明を終わりま

す。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明いたします。

３ページをごらんください。

子ども生活福祉部所管の歳出予算は、14ある款の

うち２の総務費、３の民生費、７の商工費の３つの

款からなっております。

それでは款ごとに御説明させていただきます。

２の（款）総務費は10億2664万4000円で、前年度

と比較しますと１億1028万9000円 12.0％の増となっ、

ております。

増となった主な要因は、男女共同参画センター維

持修繕事業の増によるものであります。

また、総務費のうち主な事項は、平和祈念資料館

の運営等に要する経費である平和推進事業費が２億

780万1000円、男女共同参画行政の諸施策に要す

る経費である男女共同参画行政推進費が５億

5343万5000円となっております。

３の（款）民生費は、802億6680万1000円で、前年

度と比較しますと10億4808万7000円、1.3％の増と

なっております。

増となった主な要因は、子どものための教育・保

育給付費のほか、障害者介護給付費等事業費などの

義務的経費の増によるものであります。

また、民生費のうち主な事項は、介護保険事業の

費用の一部を介護保険法に基づき負担する介護保険

福祉諸費が160億4683万4000円、市町村が支弁する障

害者の介護給付費、訓練給付費等の一部を関係法令

に基づき負担する障害者自立支援給付費が120億

118万9000円、市町村が保育所等へ支弁する施設型給

付費等について、関係法令に基づき負担する子ども

のための教育・保育給付費が126億2991万8000円、生

活保護の実施に要する経費である生活保護援護費が

88億6658万9000円となっております。

７の（款）商工費は、6248万5000円で、前年度と比

較しますと444万8000千円、6.6％の減となっており

。 、 （ ）ます 減となった主な要因は 職員費 計量検定所

の減によるものであります。

また、商工費のうち主な事項は、計量検定所職員

の給与等に要する経費である計量検定所運営費が

4852万7000円となっております。

４ページをごらんください。

次に、子ども生活福祉部所管の特別会計、母子父

子寡婦福祉資金特別会計の歳入歳出予算について御

説明いたします。

母子父子寡婦福祉資金特別会計の歳入歳出予算額
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２億520万6000円は、母子福祉資金と父子福祉資金及

び寡婦福祉資金の３種類の貸し付け等に要する経費

であります。

前年度と比較しますと4181万1000円、16.9％の減

となっております。

これは主に母子福祉資金に係る貸付金の減による

ものであります。

以上で、子ども生活福祉部所管の一般会計及び特

別会計歳入歳出予算の概要説明を終ります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

子ども生活福祉部長の説明は終○狩俣信子委員長

わりました。

次に、教育長から教育委員会関係予算議案の概要

の説明を求めます。

平敷昭人教育長。

教育委員会所管の平成30年度○平敷昭人教育長

一般会計歳入歳出予算の概要について、お手元の平

成30年度当初予算説明資料（抜粋版）により、御説

明いたします。

説明資料の１ページをお開きください。

平成30年度の一般会計部局別予算でありますが、

太枠で囲った部分が教育委員会所管に係る歳出予算

となっております。

教育委員会が所管する一般会計歳出予算は1655億

、 。5305万5000円で 県全体の22.6％を占めております

また、前年度と比較して62億992万5000円、率にし

て3.9％の増となっております。

２ページをお開きください。

教育委員会が所管する平成30年度一般会計歳入予

算について、御説明いたします。

表の一番下の合計になりますが、県全体の歳入予

算の合計7310億4800万円のうち、教育委員会が所管

する歳入予算の合計はその右側にある463億7647万

6000円で、県全体の6.3％を占めております。

前年度と比較して23億3861万1000円、率にして

5.3％の増となっております。

次に、歳入予算の主な内容について、各款ごとに

御説明いたします。

中段にあります、８の使用料及び手数料をごらん

ください。

８の使用料及び手数料51億7963万円は、全日制高

等学校授業料などであります。

前年度と比較して1349万8000円の減となっており

ます。これは主に生徒数の減に伴う全日制高等学校

授業料の減によるものであります。

次に、９の国庫支出金368億3854万2000円は、義務

教育費国庫負担金、公立高等学校就学支援金、沖縄

振興公共投資交付金及び沖縄振興特別推進交付金な

どであります。

この国庫支出金は前年度と比較しまして17億

4590万2000円の増となっておりますが、これは給与

改定などに伴う義務教育給与費の増、新県立図書館

の施設整備に伴います沖縄振興特別推進交付金の増

などによるものであります。

次に、10の財産収入でありますが、教育委員会分

の１億7956万6000円は、土地貸付料、実習生産物売

払代などであります。

前年度と比較して1713万4000円の増となっている

のは、県立学校における建物や土地の貸付料の増に

よるものであります。

次に、14の諸収入５億553万8000円は、人材育成財

団貸付金元利収入、文化財発掘調査に係る国からの

受託金などであります。

前年度と比較して１億8062万7000円の減となって

おり、これは文化財発掘調査に係る受託金の減など

によるものであります。

次に、15の県債36億7320万円は、県立学校の施設

整備に係るものなどであります。

前年度と比較して７億6970万円の増となっていま

すのは、新県立図書館の施設整備事業の増及び特別

支援学校施設整備事業の増などによるものでありま

す。

以上が、教育委員会所管に係る一般会計歳入予算

の概要であります。

３ページをごらんください。

続きまして、歳出予算の概要について御説明いた

します。

教育委員会が所管する歳出予算は、10の教育費及

び、11の災害復旧費の２つの款から成り立っており

ます。

それでは、款ごとに御説明いたします。

10の（款）教育費は1654億8673万1000円でありま

す。前年度と比較して62億992万5000円、率にして

3.9％の増となっております。

増となった主な要因は、給与改定などによる教職

員給与費の増、新県立図書館の施設整備を行う沖縄

振興「知の拠点」施設整備事業の増などによるもの

であります。

教育費の内容については、右の説明欄をごらんく

ださい。
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（項）教育総務費158億2412万9000円は、沖縄県教

育委員会の運営や児童生徒の健全育成、学力向上対

策などに要する経費であります。

主な事業として、修学支援金等支出事業や公立学

校施設整備事業（公共投資交付金）がございます。

次に （項）小学校費525億1600万6000円は、公立、

小学校教職員の給与費や旅費に要する経費でござい

ます。

次に （項）中学校費317億1550万4000円は、公立、

中学校教職員の給与費や県立中学校施設の管理運営

及び施設整備等に要する経費でございます。

次に （項）高等学校費434億9040万8000円は、県、

立高等学校教職員の給与費や高等学校施設の管理運

営及び施設整備等に要する経費であります。

、（ ） 、次に 項 特別支援学校費170億2898万7000円は

特別支援学校教職員の給与費や特別支援学校施設の

。管理運営及び施設整備等に要する経費でございます

次に （項）社会教育費43億792万3000円は、生涯、

学習の振興及び文化財の保存・継承等に要する経費

でございます。

主な事業として、新県立図書館施設を整備する沖

縄振興「知の拠点」施設整備事業及び国から委託を

受けて文化財発掘調査を行う受託事業費でございま

す。

次に （項）保健体育費６億377万4000円は、保健、

管理、学校体育及び学校給食の指導等に要する経費

であります。

主な事業として、平成31年度全国高校総体開催準

備事業及び学校保健事業費がございます。

以上が （款）教育費の概要であります。、

続きまして、11の（款）災害復旧費6632万4000円

は、学校施設等の災害復旧に要する経費であり、前

年度と同額で計上しております。

以上で、教育委員会所管の平成30年度一般会計予

算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

教育長の説明は終わりました。○狩俣信子委員長

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては 予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ、

て行うことにいたします。

予算特別委員会から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月９日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、予算特別委員会に報告することにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

、 。特別委員会に準じて 譲渡しないことにいたします

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

、 、資料の名称 ページ番号及び事業名等を告げた上で

質疑を行うようお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

新垣新委員。

待機児童の解消は、保育士の確保な○新垣新委員

くしてあり得ないものと理解しております。その件

で保育士対策事業費に関して、平成29年度はどのよ

うな成果を出せたのか。平成30年度はどういう取り

組みをするのか述べてください。

保育士確保対策事業に○大城清二子育て支援課長

つきましては、２つの細事業を実施しております。

１つは保育士試験受験者支援事業、もう一つは保育

士の年休取得の支援事業を実施しております。

保育士試験受験者支援につきましては、平成29年

度の実績として、12市町村に交付決定を行って、受

講者数は延べ772人を見込んでいるところです。

次に、年休取得支援事業につきましては、11市町

村、41施設に対して交付決定を行っております。そ

の結果、保育士１人当たりで約４日の年休の増を見

込んでいるところでございます。

平成30年度の予算につきましては、この保育士試

験受験者支援と年休取得支援事業に加えて、新たに

保育士の休憩取得の支援事業を実施することとして

います これは保育団体との意見交換を定期的に行っ。
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ており、その中で、昼休みの休憩時間がなかなか取

得できないという意見があったので、そういった保

育士の処遇改善を行っていくものです。加えて、そ

の休憩時間帯が潜在保育士のパートとして希望する

時間と一致しますので、そういった潜在保育士の掘

り起こしを図っていくという２つの目的で 平成30年、

度の新規事業として予算計上しているところです。

保育士試験受験者支援事業につきましては、平成

30年度当初予算で5850万円、13市町村で768名の受講

者を見込んでいるところです。

、 、保育士の年休取得事業に関しては 2172万6000円

40施設に対する補助を見込んでおります。

今回、新たに実施します保育士の休憩取得の支援

事業につきましては、30施設に対する補助を見込ん

でおり、予算額は2886万8000円を計上しているとこ

ろです。

、 、○新垣新委員 一番大事なことは 待機児童解消は

保育士の資格がないとできないということです。私

も親ですから。

本土と沖縄の取り組み、やり方の違いについて、

本土はボランティアとして小学校や中学校の先生を

引退した方などが保育士としてアルバイトしている

と聞きました。沖縄県は補塡のような形での優遇措

置、条例などについて、どういった形の検討モデル

を考えていますか。

県は、保育補助者の配○大城清二子育て支援課長

置に対する支援事業を実施しています。保育士の資

格を有していない方も保育業務に従事することで関

心を持っていただいて、ひいては資格を取得してい

ただき、保育士として勤務をしていただこうと。あ

わせて保育士の業務軽減にもつながります そういっ。

た形で補助事業を実施しています。また、子育て支

援の研修事業も実施しており、資格を持たない方に

ついても、保育に関心のある方は子育て支援員の研

、 、修を受講していただき 資格を取得していただいて

保育現場で保育業務に従事してもらえるように取り

組んでいるところです。

今述べた取り組みをぜひ必死になっ○新垣新委員

て頑張っていただきたいと また 市町村と心を一つ。 、

にして、これを普及し、拡大してください。

続きまして、子供の貧困対策について伺います。

１点目は、平成29年度の取り組みはどうであった

のか。２点目に、平成28年度と平成29年度は実態調

査を行うと言っていました。その実態調査の結果を

お聞かせください

委員の質疑は、○喜舎場健太子ども未来政策課長

２つの事業にまたがっております。まず、沖縄子供

の貧困緊急対策事業につきまして、平成29年度の実

績で見ると１億2000万円です。これについては、い

わゆる貧困対策支援員が市町村に配置されておりま

す。貧困対策支援員と子供の居場所は県の事業では

ありませんので、県の予算には計上されていません

が、貧困対策支援員を支援するための支援コーディ

ネーターを配置しております。おおむね２週間に一

遍、この支援コーディネーターが、現場にいる貧困

対策支援員の課題などに対する助言等を行っており

ます。もう一つ、貧困対策支援員を支える研修を県

で４回開催するなど、現場にいる支援員と子供の居

、 。場所の向上に努めたことが 平成29年度の実績です

次に、平成29年度調査は76番の子どもの貧困対策

推進基金事業に関係しますが 就学前の１歳児と５歳、

児の子供の生活実態を把握するための調査を行って

いるところであり、現在、その分析中です。これに

よって、ある程度の情報は得ています。

分析中ということはわかりますが、○新垣新委員

市町村教育委員会や児童家庭課などは、ある程度情

報を持っています。確かにデリケートなところがあ

ることはわかっています。公表できない部分がある

こともわかります。しかし、今後どうするのかとい

う取り組みが―平成28年度、平成29年度の実態調査

といっても、一向に前進していないのではないかと

懸念しているのです。その件について、市町村など

との取り組みの状況はどうなっていますか。

しっかりと実態○喜舎場健太子ども未来政策課長

を把握せよという質疑と受けとめました。

県は最初に、小・中学生を２年前に、昨年は高校

生、ことしは就学前ということで、どちらもライフ

ステージごとによる初めての調査で、マクロ的な、

全体的な実態を把握したいということで調査を行っ

ております。一人一人の困り感などを市町村が把握

している実態をしっかりと把握して、施策を打つべ

きではないか。そのマクロ的な調査とは別に市町村

との意見交換が必要であることについては、現場の

貧困対策支援員から課題を上げてもらって、施策を

打っていくことが必要であると認識しているところ

です。
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今、マクロと言いましたが、日本語○新垣新委員

に言いかえると、大まかということです。細かくや

。 、らないと大まかな対策を打てないのです ですから

市町村との連携が大事ということが伝わってこない

のです。私は糸満市民ですが、それがわかっている

と。市教育委員会、教育長との意見交換はできてい

ます。同じく児童家庭課長もわかっています。そこ

をどうするのか。きちんと県がおりて、市町村教育

委員会や市町村の児童家庭課と向き合うべきではな

いですか。そうでなければ、県に市町村を１回集め

、 、 、 。て 南部 中部 北部とそれぞれ地域性もあります

それをどう考えていますか。圏域ごとの会議は何回

行いましたか。

今年度は、圏域○喜舎場健太子ども未来政策課長

ごとに１回市町村との意見交換を行っているところ

です。あと、私が、全ての市町村というわけにはい

きませんが、幾つかの市町村に複数回赴いて、課題

を聞くなど、県としてできることについて、意見交

換をさせていただいているところです。

ぜひ意見交換だけではなく、現場を○新垣新委員

知るための数値、データまで把握していただきたい

と思います。

子ども生活福祉部長と教育長に伺います。

。文教厚生委員会でフィンランドに行ってきました

そこでネウボラ施設が、日本でいうところの母子包

括支援センターとなっています。それに加えて、沖

縄の改良版をつくるべきだと 母子包括支援センター。

。が沖縄県で３つスタートしていると聞いております

親がしっかりしないと子供もしっかりしていかない

のは当たり前のことなのです。子供の貧困対策に携

わる市町村などの関係者が現場を見に行って、ぜひ

この貧困対策を含めた改良版を―このネウボラに通

わないと児童手当がもらえないのです。そこでは親

がどこで働いているという情報もしっかりと持って

いるのです。50年間データを記録して保存するので

す。正直に言って、一部の者が、こういった困って

いる子供たちにまた負の遺産を残していくことを、

沖縄県は本当に断ち切らないといけないのです。そ

の辺はどうですか。知事を先頭に関係市町村も一緒

に視察に行くべきだと思いますが、いかがですか。

いろいろな社会福○金城弘昌子ども生活福祉部長

祉施策を含めて、市町村単位や他県で先進的にやっ

。 、 、ているところもあります また おっしゃるように

フィンランド等の外国でいろいろな社会福祉制度の

先進国と言われているところもあります。その取り

組み状況を施策に反映していくという意味では、大

変貴重な御提言だと思っています。ネウボラなどそ

れぞれの施策については、所管する部局が展開して

いきますので、いろいろな必要性等を含めて県で判

断していくことになると思います。ネウボラについ

ては、特にこれまでハイリスクアプローチだったも

のが、ポピュレーションアプローチで全体的に子供

たちを見ていくことで、早い段階で施策を打てば、

貧困といったこともなくなります。また、教育の質

も上がってくる取り組みということで、国を挙げた

フィンランドなどをモデルにした形として、以前に

は、子育て世代包括センターと言われていた母子総

合生活センターなどについて取り組んでいこうとい

うことになっています。これについては、貴重な御

提言ということで承りたいと思います。引き続き、

社会施策の自立に向けて取り組みを進めていきたい

と思います。

フィンランドのお話の中で、親○平敷昭人教育長

がしっかりしないと子供もしっかりしないというお

話がありました。そのような意味でも、教育委員会

。では家庭教育力の支援事業も行っているところです

御提言の中の施設につきましては、子ども生活福祉

部長からも説明がありましたように、その調査の仕

方も含めてさまざまな角度から検討する必要がある

かと思います。また国の体制についても、税構造な

ど、さまざまな点で違うところがあろうかと思いま

す。社会福祉に充てる財源も高率の税を取っている

と思います。その辺の状況について、詳しいことは

存じ上げておりませんが、御提言を踏まえていろい

ろと検討したいと思います。

我が党もこれをしっかりと―島尻安○新垣新委員

伊子元大臣を初めとした歴代の沖縄担当大臣が沖縄

の自立発展のためにこの問題は是が非でも一生懸命

、 。予算をつけるから 下から要望を上げてきてくれと

江崎前大臣も今の大臣も一緒です。ですから、しっ

かりとした厳しさも与える社会主義のように、親が

しっかりしないと子もしっかりしないといったもろ

もろを理解してほしいのです。また、健康診断につ

いても、ネウボラ施設を中心とした沖縄独自のもの

に改良して、健康でいてくださいと。親が健康でな

ければ、その子供の御飯も食べさせられないと。健
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康診断といったものも含めて厳しいペナルティーを

私は与えるべきだと、社会主義を見てきてそう痛感

しております ぜひその御検討とあわせて視察を行っ。

ていただくようお願いします。

、 。続きまして 教育委員会に移らせていただきます

非常にデリケートな問題なのですが、先ほど教育

長に説明していただきました教育費、特に高等学校

における屋外練習場、運動場において、今、トイレ

の設置を求める父母の声も多くなっています。これ

は県全体の問題です。トイレが近いところは構わな

いのですが、トイレが遠いところは練習試合を初め

として子供たちが大変なことになっているのです。

暑さが昔と今とでは全然違います。以前は日射病と

言いましたが、昔と今の暑さでは全く違うという熱

中症の問題。また、運動場において建蔽率の規制と

。 、いう問題もあります 規制緩和することについては

仮設トイレというすばらしいものがあります。今は

、 、東日本大震災の教訓で便利な 維持管理費が出ない

太陽光を使う、下水道が必要ない、水道料金も出な

、 。 、いという いいものがあります そこら辺も含めて

子供たちの屋外練習、運動場へのトイレの設置を国

に求めたいのですが、今回は保健体育費の中に予算

として組まれていません。きちんと予算の中身につ

いては目を通しています。その件に関して、補正予

算や次年度の高率補助をとりにいくという取り組み

を含めて、教育長の所見を伺います。

ただいまの屋外トイレの件で○佐次田薫施設課長

すが、各学校における施設の状況によって違いがあ

るということで、それがある学校とない学校がある

ことについては認識しております。基本的には、屋

外にトイレが必要かどうかということは改築等の工

。事をやる際に確認していくという状況でございます

全学校にということは、必要性などいろいろと検討

しないといけないので、これは基本的には少し難し

いのかと。やはり、改築する際に屋外トイレの必要

性については考えていきたいと思っております。

財政措置についてはわかります。国○新垣新委員

から高率補助で沖縄振興特別措置法―沖振法の中に

入れて、うまく最小の財源で成果を出していくやり

方でという県の言い分も また財政的な措置もわかっ、

ています。ただし、これはデリケートな問題ですの

で、ぜひ教育長、施設課を中心に県教育委員会とし

て検討していく。これは男の子も女の子もデリケー

トな問題で、困っていていじめになっているという

ことを―２週間、学校に行かなかったという問題が

あるものですから、ぜひ教育長、これを６月までに

国に上げると、そういった意気込みをお聞かせくだ

さい。

屋外トイレをつくる際は、校○佐次田薫施設課長

舎等の面積の中に入る場合には、文部科学省の補助

がいただけます ただし そうではない 委員がおっ。 、 、

しゃっている仮設トイレの場合は補助対象になるの

かどうかということは、少し国とも相談しないとい

けません。それについては国と意見交換させてくだ

さい。

ぜひ頑張ってください。○新垣新委員

次に、いじめの問題に移らさせていただきます。

これについては予算が組まれていると思います。こ

れに関して、平成29年度はどのような問題が起こっ

て、どのようにして解決に向かったのかをお聞かせ

ください。

平成28年度のいじめは○當間正和義務教育課長

１万2314件となっております。いじめの増加要因と

して、学校や市町村教育委員会がいじめに対する未

然防止の取り組みに力を入れたことで、いじめはい

、 、けない行為 絶対に許さないという意識が児童生徒

教職員、保護者の中で高まり、いじめの定義がより

一層周知され、ささいないじめも見逃さず、積極的

に認知した結果、認知件数がふえております。それ

から、いじめの原因としては、いじめる側である加

害生徒の家庭や学校等における心理的なストレス、

集団内の異質なものへの嫌悪感情、嫉妬感情、それ

から遊びやふざけ意識、そしていじめの被害者にな

りたくないということで加害者に加わるとかいった

ことであると認識しております。県教育委員会とい

たしましては スクールカウンセラーやスクールソー、

シャルワーカーと連携しながら、子供たちの実態把

握や相談などを行うことで、いじめの解決に努めて

いるところでございます。

それはわかります。どこまでがいじ○新垣新委員

めになるのかといっても、幅広い、複雑なものとい

うことはわかっています。

小学校、中学校、高校の中で、いじめはどこがひ

どいのですか。大まかなパーセントでいいですから

教えてください。どういった数値が出ていますか。
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平成28年度における小学○當間正和義務教育課長

校のいじめが１万1180件で、1000人当たり114.3件。

それから中学校が961件で、同じく20.5件。高等学校

が173件で 同じく3.8件 そして特別支援学校が８件、 。

で、同じく3.4件という数字になっております。本県

は、小学校においては全国の平均よりも高い傾向が

ございます。

特に市町村教育委員会と県教育庁が○新垣新委員

連携をとってほしいことがあります。いじめはだめ

だよではなくて、いじめは犯罪ですといった厳しさ

を、ぜひ声を大にして、スローガンのような形でつ

け加えていく。ＰＴＡにも親にも言っていくことが

大切だと思っています。私も命を落とした子供を見

てきているものですから。子供たちには犯罪とまで

言わないと、直らないのです。親や学校の先生から

も言うと。そういった厳しさを教えることも親とし

て社会人としての責任だと思いますが、教育長いか

がですか。今回、踏み込んで質疑しています。

いじめにつきましては、件数が○平敷昭人教育長

非常にふえたということがございます。これについ

ては、少しこづいたとか、からかったというものも

いじめとして申告されたことによって増加したとい

うこともございました。ふえたということは、逆に

言うと、察知して対策をとることに努めた成果でも

あると思います。いじめというものは、受けた側が

どう思うかということが大切な部分です。本人がい

、 、じめていないつもりでも それを不快に感じたとか

学校に行きたくないとか、そのように感じることが

いじめと捉えています。個人的な話になりますが、

。私も小学校のころにいじめられた経験がございます

期間は短かったのですが不登校になった経験もござ

います。そういう意味でも、いじめはやはり人権侵

害でもありますし、場合によっては子供の将来にも

、 、影響があることで これは絶対にいけないことだと

学校の取り組みの中で子供たちに理解をさせていき

たいと考えております。

私もそのような経験があります。い○新垣新委員

じめとしごきという。どこまでがいじめなのかとい

う経験があります。その中で、教育長にお願いがあ

ります。余りにも度がひどい、どこまでがという線

引きをつくった条例をつくっていただきたい。教育

委員会として、学校に行けず、最悪の場合は自殺で

あるとかいったことを未然に防ぐためにも、沖縄県

の小・中学校、高校に対する何らかの厳しい条例を

つくるべきだと思います。いじめの被害者を守るた

めに提言いたします。

御提言でございますが、条例と○平敷昭人教育長

いう形がいいのか、それとも学校の取り組みになり

ますので、条例という形で規定して、それを行使す

る方法が妥当なのか。教育的な観点など、さまざま

な観点から少し検討をさせていただく必要があるの

かと思います。いじめは深刻なものだと重く受けと

めていますので、さまざまな取り組みの中でしっか

りと対応していきたいと考えております。

なぜ、このようなことを言うのかと○新垣新委員

いうと、条例をつくって市町村の小・中学校がこれ

をしっかりとやりなさいという形でやらないと、も

う直りません。学校の取り組みにだけ任せているか

ら何も成果が出ていません。ですから、被害者を守

る厳しい条例をつくらない限り、一向に未然にいじ

めを防げない、予防できないということを提言をし

ますので、ぜひ検討をお願いします。

糸満市の心理治療施設が 知事の所信表明にもなっ、

ています その方向性はどういったもので 平成30年。 、

度はどのように取り組むのか、予算も計上されてい

ると思いますので、お聞かせください。

児童心理治療○友利公子青少年・子ども家庭課長

、 、施設につきましては ４月に開設するということで

現在、運営法人においても看護師や心理療法士、児

童支援員などの正規職員を配置し、入所児童の受け

入れ体制を整えているところです。県といたしまし

ては、引き続き関係機関と連携して、社会生活への

適応が困難な児童に対する支援の充実を図ってまい

りたいと考えております。

平成30年度予算については、開設に伴う措置費と

いうことで、児童心理治療施設の運営について２億

4250万5000円を計上しているところです

この問題は本当にデリケートで、先○新垣新委員

生方もやめていく。これを全国的に見ると県立学校

という形であって、沖縄県はおくれていて、糸満市

立という形でやらせていくことに不快感を持ってい

ます。糸満市がいやだということであれば、県立と

して引き取っていただきたいと思います。これにつ

いて、教育長の見解をお願いします。
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昨年に糸満市長とお会いして意○平敷昭人教育長

見交換させていただきました。その中で、糸満市と

しては、当面の４月１日は市立として受けるという

ことですが、希望としては県立というお話をされて

いました。現在の法律の仕組み上、特別支援学校の

対象とする障害の程度に関する学校教育法施行令の

第22条の３に当たる生徒であれば、当然、特別支援

学校で教育することになります。他県において県立

でやっている学校は、特別支援学校になっておりま

す。特別支援学校の対象になる児童生徒がいるので

あれば、当然県立の学校という形で引き受けていく

ことになると思います。ですから、入所される児童

生徒の構成の状況を見ながら、糸満市などの関係者

とよく連携し、県立か、通常の学校対象であれば市

。町村立という形で対応していきたいと思っています

末松文信委員。○狩俣信子委員長

まず議会資料の57ページ、事業番○末松文信委員

号79番の待機児童解消支援基金事業です。これは相

当減額になっていますが、その理由をお聞かせくだ

さい。

待機児童解消支援基金○大城清二子育て支援課長

事業は、待機児童解消に向けて市町村が実施する取

り組みを支援する事業でございます。具体的には、

保育所等の施設整備に係る市町村負担分への支援で

す。それから市町村の保育士確保及び事務執行体制

の強化のための臨時職員配置等に要する経費などを

支援しております。

平成30年度予算につきましては、保育所等の整備

箇所の減によりまして、前年度に比べ４億7625万

9000円減の６億9183万9000円を計上しているところ

です。

そうなると待機児童が大体クリア○末松文信委員

されたという理解でよろしいのですか。そうであれ

ば 今 待機児童がどの程度残っているのか 何パー、 、 、

セントぐらい実績が上がっているのかということに

ついて教えてください。

県におきましては、こ○大城清二子育て支援課長

れまで黄金っ子応援プランに基づきまして 平成29年、

度末までに約１万8000人の保育定員を拡大し、待機

児童の解消を図っていくということで、その取り組

みを進めてまいりました。同プランの中では、平成

29年度末の保育所等の利用児童数を約５万5000人と

見込んでおりました。それに対して、新たに約１万

8000人の保育定員を確保することによって、保育所

、等を利用する児童数約５万7000人を上回る受け皿が

、平成29年度末までに確保できるだろうということで

その取り組みを進めてきたところでございます。平

成27年度から３年間で１万8000人の保育定員の確保

をほぼ達成できるものと見込んでいるところでござ

います。しかし、整備を行うことによって潜在的な

ニーズの掘り起こし、それから女性の就業率の上昇

等といった要因などもございまして、今回、市町村

で中間年の事業計画の見直しを行って、当初見込ん

でいた利用児童数を５万5000人から６万人に修正し

ております。それに伴いまして、平成31年度末まで

に必要な受け皿が約６万3000人ということで計画の

見直しを行ったところでございます。県といたしま

しては、平成31年度末の待機児童解消を目指して、

平成31年度末までに約6000人分の受け皿の確保が必

要となりますので、その確保に向けて、市町村と連

携して取り組んでいきたいと考えているところでご

ざいます。

それについて地域的な格差がある○末松文信委員

のかどうかです。沖縄県全体としては、今クリアさ

れているという話ですが、地域的に見ると、沖縄本

島北部は待機児童の解消がまだ十分ではないという

状況があるのかどうか教えてください。

地域的な待機児童の状○大城清二子育て支援課長

況について、特筆する部分は詳しく分析しておりま

せんが、やはり市部で待機児童数が多いということ

です。また、今、中部や南部の町村部で待機児童の

数が比較的多いと見ているところです。

教育委員会に伺います。○末松文信委員

議会資料の75ページ、事業番号224の県外進学大学

生支援事業の予算が今回増になっておりますが、そ

の計画がどうなっているのか教えてください。

県外進学大学生支援事業○登川安政教育支援課長

は、平成28年度から創設した給付型奨学金でありま

。 、す 毎年度25名の大学生を採用していく事業であり

新年度においても新たに25名を採用していくことと

しており、予算は2100万円増となっています。これ

は本年度採用した25名と来年度４月から進学する

25名を合わせた50名に対する奨学金として、総額
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5013万8000円を計上しております 平成30年度も６月。

ぐらいに各高等学校等に対して募集をかけまして、

10月末には内定者等を選定していく予定です。

、○末松文信委員 中高一貫の進学校についてですが

今設置されている高校のその後の状況を教えていた

だけませんか。

連携型中高一貫教育校○半嶺満県立学校教育課長

では、中学校と高等学校を接続し、６年間の学校生

活の中で計画的、継続的な教育課程を展開すること

により、生徒の個性や創造性を伸ばすことを目的と

して教育活動に取り組んでいるところです。各学校

では、中学校と高校の教諭の交流事業を実施するな

どの学力向上に取り組んでいるところであります。

その結果、平成28年度においては、連携型中高一貫

校３校の平均の進路率は91.8％で、県平均の85.8％

を上回っている状況です ３校とも地域と一体となっ。

た教育活動を通して、連携型中高一貫校の教育の目

的達成に向けて取り組んでいるところです。

中高一貫校設置の効果が出ている○末松文信委員

との報告がありました。そこで以前から質疑させて

いただいている名護高校のフロンティア科の設置効

果とその現状を教えてください。

名護高校のフロンティ○半嶺満県立学校教育課長

ア科につきましては、北部地域の大学進学に特化し

た学科であり、平成27年度に設置しています。特色

ある教育課程を編成し、カナダでの海外研修、高校

と大学の接続の推進、週４日間の７校時授業、早朝

講座や各講座の実施、さらに課題研究を通した探究

心やプレゼンテーション能力の育成を図るなど、さ

まざまな教育活動に取り組んでいるところです。生

徒たちは、勉強、部活動、学校行事に全力で取り組

んでおりまして、早朝講座から７校時まで前向きに

自分の進路実現に向けて努力しております。各学年

の平均点もとてもいいと聞いています 平成30年３月。

卒業生79名の進路実績につきましては、３月５日現

、 、在で 金沢大学や熊本大学などの国公立大学に24名

慶應大学や上智大学など県外私立大学に10名が合格

している状況です。また、２月15日現在、名護高校

全体で国公立大学合格者は昨年度と比較して32名か

ら47名となっていて、15名増加している状況です。

名護高校のフロンティア科の設置○末松文信委員

効果については、かなりいい状況であることがよく

わかりました。今回の入試で定員割れはなかったの

ですか。

平成30年度の入試につ○半嶺満県立学校教育課長

いては 推薦入試が1.88倍 一般入試は0.88倍になっ、 、

ています。平成29年度の一般入試が0.59倍でしたの

で向上している状況です。

次に、用地購入の項目がありまし○末松文信委員

た。事業番号がわかりませんが、先日、質疑する旨

のお話をさせていただいております。今回購入を予

定している学校名とその面積について教えていただ

けますか。

これは高等学校用地取得事業○佐次田薫施設課長

費でございます。高等学校用地については、一部で

借地がございまして、年次的に借り上げを行ってい

います。今回、購入を予定しているところは、南部

農林高校ほか２校を予定しています。

面積はどれくらいありますか。○末松文信委員

1716平米です。○佐次田薫施設課長

、○末松文信委員 借地料を払っているものについて

これを年次的に順次買い上げていく計画のようです

が、現在、借地料を払っている面積は全体でどのく

らいになりますか。

、○佐次田薫施設課長 有償で借り受けているものは

37万2000平米となっております。

37万2000平米の賃借料は幾らに○末松文信委員

なっていますか。

賃借料全体としては、１億○佐次田薫施設課長

1265万7000円となっております。

毎年１億円にも上る借地料を払っ○末松文信委員

ているわけですね。教育庁としては、その用地をで

きるだけ早目に買い上げたいという意向があるよう

ですが、その計画についてどのように考えているの

かを教えていただけますか。
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先ほど説明しましたが、年次○佐次田薫施設課長

的に買い上げていくということです。かなりの借地

が残っていますので。ただし、個人有地から優先し

て購入していきたいと考えております。

お尋ねしているのは、計画はどう○末松文信委員

なっているのかということです。

、○佐次田薫施設課長 借地全体を購入するとなると

かなりの年数がかかるということで、現在、6000万

円規模で毎年少しずつ買い上げていくという計画で

ございます。

説明のとおり毎年6000万円をかけ○末松文信委員

るとすると、37万2000平米を買い上げるには何年か

かるのですか。

おおよそですが、その金額で○佐次田薫施設課長

すと約200年ということになります。

何を申し上げたいのかというと、○末松文信委員

この毎年の6000万円とはいっても、6000万円はお金

ですから利息もつくわけです。早く買い上げたほう

が財政的によくなるのか。あるいは200年かけてその

まま利息のついたお金を払っていくのか。この辺に

ついてどう思っていますか。

金額というよりも、学校運営○佐次田薫施設課長

の円滑化ということから見れば、借地ではなくて県

有地にしていくこと、買い上げていくことで教育効

果が上がると考えております。

例えば、名護高校もそうですが、○末松文信委員

学校用地は後援会の土地がたくさんあります。北部

農林高校も後援会の土地がたくさんあります。そこ

は借地させていますが、民間であれば、借地ではな

く、早目に売却したいという意向の方もいると聞い

ております。そういったことを調査して、できるだ

け早目に買い上げることを考えたほうがいいのでは

ないかと思いますが、いかがですか。

基本的な考え方としては、個○佐次田薫施設課長

人有地を優先している状況です。まず、個人有地を

買い上げた後に、市町村や後援会有地については検

討していきたいと考えております。

私が申し上げているのは、毎年○末松文信委員

6000万円ではなくて、もう少し予算を上乗せして早

、目に買い上げたらどうかと申し上げているのですが

いかがですか。

予算を増額して、その買い上げ○平敷昭人教育長

を促進してはどうかというお話でございますが、こ

れは県全体の予算、財政的な観点もあります。その

辺の財政負担との兼ね合いもにらみながら、総合的

に検討してまいりたいと思っております。

教育長の御答弁ですが、やはり毎○末松文信委員

年マンネリ化してこの程度の予算しか要求していな

いのではないかと思います。次年度しっかりと要求

することについては、いかがですか。

予算額の増額等については、教○平敷昭人教育長

育委員会の予算全体に影響等を及ぼす可能性があり

ますので、その辺も踏まえながら、県の中でそれが

可能なのかどうか、いろいろな角度から検討してま

いりたいと思っています。

購入に200年もかかるということ、○末松文信委員

借地に200年も利息がつくわけですから。そういうこ

とについてはぜひ考えていただいて、早目の購入に

向けて頑張ってほしいと思っています。

御質疑の中で、利息というお話○平敷昭人教育長

がございましたが、これについて利息という形では

つかないのかと思います。ただ、ずっと賃借料を支

払っているのは恒常的な財政負担になります。これ

を買い上げすれば、確かに賃借料はなくなりますの

、 。で そういう意味で利息という御指摘かと思います

いずれにいたしましても、長期にわたる賃借料と購

入する際の大きな金額の支出分の財源との比較をし

ながら、ずっとこの状態でいくのか、ある時期に増

額して何らかの形にするのかということを全体の検

討の中で取り組みの方法をさまざまな角度から検討

してまいりたいと。次年度すぐに増額するとかとい

うことについては、今は発言しかねるところであり

ますが、御指摘の点も踏まえて、いろいろな角度で

検討してまいりたいと思っています。

利息がつかないというお話でした○末松文信委員

が、これは一般財源です。この一般財源に利息はつ

きませんか。
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学校用地購入費については、○佐次田薫施設課長

起債が充てられていまして、一般財源は１割となっ

ております。

、○末松文信委員 今の答弁では理解できませんので

もう一度お願いします。

6200万円余りの予算の財源内○佐次田薫施設課長

訳としましては、県債が5600万円余りで、あと一般

財源が630万円ということで、一般財源は１割の負担

となっています。

お金に色はついていないと思いま○末松文信委員

すが、県は起債も相当やっています。この起債には

利息がつくわけです。たまたま、これは起債対象で

はないと言うかもしれませんが、これを起債対象に

すると利息がつくわけです。ですから、トータルで

見るとお金は必ず利息がついているということです

から、その辺もぜひ勘案して、早目に買い上げたほ

うがいいのか、借地料を払ったほうがいいのか、そ

の検討をやってほしいということです。

照屋守之委員。○狩俣信子委員長

予算に係る委員会質疑ですが、県○照屋守之委員

、 。の退職金の支払いの これは県の予算に係る件です

その前提となる口ききの件がありました。これは教

育委員会で発生して、特に現教育長も口ききについ

ては認めてきたと私は思っております。その観点か

ら教育委員会の所管の部分について質疑させていた

だきます。

今回、口ききが断定されないという形で退職金が

支払われることになりました。教育長はこの対応に

ついて、どう考えていますか。

退職金の支払いの可否につきま○平敷昭人教育長

しては、総務部を含め最終的には知事が判断されて

おります。私から直接退職金の支払いの可否につい

てどうだということは発言しづらいというところで

ございます。

退職金の支払いについては、これ○照屋守之委員

は所管ではないから、知事の裁量です。しかし、私

が聞いているのは口ききが断定されないという判断

についてどうかということです。

この判断の経過については、私○平敷昭人教育長

では直接答弁しにくいのです。第三者委員会の報告

、書の中では口ききが存在した可能性が高いことから

これを踏まえた対策について提言するという表現を

なされておりました。そういうことも踏まえて判断

されたのかと。ただ、こちらは直接判断には関与し

ておりませんので、第三者委員会の意見、提言等を

踏まえて判断されたかと考えています。

諸見里前教育長が口ききがあった○照屋守之委員

ということで具体的に説明していました。それを受

けて平敷教育長が聞き取りをして、そうだったと。

平敷教育長になってからも安慶田前副知事から口き

きがあったと裁判所に対しても事実として証言した

わけでしょう。先ほどありましたように、第三者委

員会からも口ききの可能性が高いということがあり

ます。そうであるにもかかわらず、なぜ今回退職金

を払うのに 口ききが断定されないという判断に至っ、

たのかという―担当の教育委員会としては、これに

対してどうかということをしっかりと持っておかな

。 、いといけない 今まで皆さん方が証言してきことが

やってきたことが覆されているのです。それについ

てはどうですか。

前教育長に対する、いわゆる口○平敷昭人教育長

ききにつきましては御本人から書面が提出されまし

た。それを踏まえて、教育委員会では職員が御本人

と当時の幹部の皆さんにお会いして、その事実確認

をして、書面の内容について確認をさせていただき

ました。それによって、書面の内容を肯定する証言

があったということで、これは昨年の１月24日に記

者会見をさせていただきまして、教育委員会として

は、そのような働きかけがあったと考えざるを得な

いという見解を、記者会見を開いて報告させていた

だきました。その後、文教厚生委員会でもその経過

を御説明させていただきました。その際に、前副知

事からは否定するという話がございまして、教育委

員会の見解の出し方というのがどうなのかという御

指摘もいただいたかと思います。関係者からの証言

等もなしに拙速ではなかったのかという意見もあり

ました。加えて、文教厚生委員からも第三者委員会

を開いて、そこで検証すべきではないかという御指

摘もありました。そして、総務部とも連携しながら

第三者委員会を立ち上げていただいて、関係者の聞

き取り等を踏まえて、第三者委員会ではさまざまな
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角度から検討した結果、先ほどの報告に至ったもの

と考えております。その報告では、口ききがあった

可能性が高いという内容になったわけですが、それ

について私も間接でしか聞いていません。総務部で

は、そういう状況も踏まえて、法律相談もやった中

では、この状況だけでは断定もできないし、支払わ

ないことはできないのではないかという話をされた

のではないかと考えております。ただ、その具体的

な判断内容は、私では申し上げにくいのですが、教

育委員会としては、一旦１月24日に働きかけがあっ

た可能性が高いという見解を出した中で、第三者委

員会でそういう報告が出たことを踏まえて最終的に

は総務部、知事で判断されたということで、それは

そちらの判断だと受けとめているところでございま

す。

この口ききがあったかどうかを断○照屋守之委員

定できないという意思決定が知事サイドでされたと

きに 県教育委員会として抗議しましたか 私は２月、 。

20日の記録も２月８日の文教厚生委員会記録も全部

参考までに持っていますが、第三者委員会も口きき

の可能性が高いという結論を出して、皆様方や前教

育長も一緒に調べたのでしょう。そのようなことが

あったということはしっかりと参考人招致の際に記

録されています。にもかかわらず、口ききが断定さ

れないという。このような意思決定をする県があり

ますか。皆様方が調べたら、そういう口ききがあっ

たということを言ってるわけでしょう。第三者委員

会もなかったとは言ってません。口ききの可能性が

高いと言いました。教育長は裁判でも証言したので

はないですか。どういう証言をしましたか。

、○平敷昭人教育長 裁判所からの調査がありまして

それにつきましては、前副知事から１次試験の合格

者だから何とかならないかという話があった記憶が

ありますと。その場で採用試験は、制度上、恣意的

、な要素が入り込む余地がないことを説明したところ

合否結果でいいからと言われて合否結果に合わせて

前副知事に結果を伝えたことを回答させていただい

たところであります。

、 、○照屋守之委員 ですから そういうことも含めて

要するに口ききがあった、なかった。これはそれが

成功した、成功しなかったかは別問題です。皆様方

はそういう形で口ききはあった。でも、これは仕組

み上はできないという形できっぱりと断った。教育

委員会としてのそのような対応でやっているにもか

かわらず、口ききが断定されないことが非常におか

しいのです。皆様方もしっかりとその口ききで、何

とかならないかという働きかけがあったことを言っ

ていて、より具体的に諸見里前教育長は証言してい

ます。ですから、そのような教育委員会サイドがこ

ういう口ききがあったということを言っているにも

かかわらず、知事部局で断定されないという。この

沖縄県の意思決定は何なのですか。ですから、これ

を抗議しましたか。しっかりと根拠を確認しました

か。皆様方は、きちんとそれを公に県民にも裁判所

にも証言している以上は大変な責任があるのではな

いですか。断定できないというこの結果は、大きな

責任問題ですよ。いかがですか。

第三者委員会の報告書の中身で○平敷昭人教育長

ございますが、教員採用試験への口きき行為につい

てはメモなどの明確な証拠もなく、また前教育長な

ど重要な関係者から直接聞き取りができなかったこ

となどにより口きき行為が存在した可能性が高いと

するにとどまり、当該行為があったと認定するまで

には至らなかったということもあって、法律相談等

を行った結果、前副知事による教員採用試験への口

きき行為の存在を認定することは難しいと判断した

ということでございます。

県教育委員会は抗議したのかという御質疑でござ

いますが、第三者委員会の報告を踏まえて、最終的

、 、には総務部 知事で判断されたということですので

法律相談も含めて、それについては、その所管の判

断のとおりであろうということで、こちらとして抗

議等は行っておりません。

教育委員会は知事サイドの言いな○照屋守之委員

り機関ですか。教育委員会は、学校の先生方も含め

て何名の職員がいますか。沖縄県の教育を背負って

いるというプライドがあるでしょう。幾ら知事から

任命されたといっても、教育長としてこれだけの口

ききがあったという―いいですか、口ききの犯罪性

とかを問うているわけではないのです。口ききがあ

りながら、その断定ができないというこの意思決定

に対して何とも思わないのですか。教育行政のリー

ダーとして何とも思わないのですか。あなたは直接

口ききがあったと言っているのでしょう。県知事は

断定できないと言っているのでしょう。クレームを

つけるのが当たり前の話ではないのですか。前教育

長も皆さん方職員がやったものについて、県知事が
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そのようにやれば、本来は職員をかばうでしょう。

職員がやったものを認めるでしょう。自分が言った

ことを主張するでしょう。自分が言ったことと全く

真逆の、断定できないと意思決定をされて、本当に

教育委員会、教育行政として黙っていられるのです

か。

私が裁判所に対して出したこと○平敷昭人教育長

。 、について県議会でも質疑等を受けました その際に

副知事からあった際のやりとり―その場で説明して

合否結果でいいからということで納得してもらった

と理解したことから、口ききに当たると断定、判断

することが難しくて、働きかけとは断定できないと

いうことをお答えさせていただいたのですが、私の

場合は、そういう判断をさせていただきました。仕

組み上できないということで納得してもらったとい

うことで、私の場合の働きかけは判断しにくいとい

うように申し上げました。ただ、前教育長の件につ

いては、働きかけがあった際に持ち帰られて、その

後、合否結果には影響しない形で対応されたという

ことでございます。そういうことについて、その書

、面等が出されて関係者の証言もあったものですから

これは働きかけがあったと考えざるを得ないという

ことで、記者会見で報告させてもらったところでご

ざいます。それについて抗議しないのかということ

については、こちらの判断と違う、こちらの記者会

見したものとは違うということについては、私とし

ては一定の責任は感じているところでございます。

これは大変大きな問題です。今、○照屋守之委員

県教育委員会と学校の先生方も含めて、職員は何名

いるのですか。

概数で１万4000名余りでござい○平敷昭人教育長

ます。

１万4000名のトップ、リーダーで○照屋守之委員

すよ。実はこういう口ききの問題は、やり方もある

のでしょうが、恐らく本来ならば、安慶田前副知事

がそのようなことをやらなければ、表に出てきませ

ん。前教育長もこういうことを余り表に出したくな

いわけでしょう やむを得ずそのような文書をつくっ。

て、皆様方に訴えて、教育行政をゆがめたらだめだ

。ということも含めて戒めとしてやったわけでしょう

本来はこういうことやりたくないのです 一緒にやっ。

、た幹部のことを一々どうのこうのとやりたくないが

それをやった。皆様方はそれを調べた。そこで先ほ

ど言ったように、働きかけがあったわけでしょう。

これが成功した、成功しなかったではない。口きき

があった、働きかけがあったという事実があるにも

かかわらず、口ききとして断定できないという、な

ぜ、沖縄県は２つの意思決定になるのですか。この

前、総務部長がこのように言っているのです 「安慶。

、 」 。田前副知事が 口ききがなかったと言っている と

口きき問題でやめた人を信用して。本来は平敷教育

長も諸見里前教育長も口ききがあったという、働き

かけがあったと言っているのですから、退職金につ

いてはそういうことも含めて金額をいろいろと調整

する。これが本来の行政のあり方でしょう。口きき

がなかったといって満額払うというやり方。幾ら知

、 。事から任命されている教育長でも 少しひどいです

１万4000名の学校の教職員はプライドを持って教育

しています。みずから証言したものについて、何も

クレームをつけない、このような県の行政がありま

。 、 。すか これからでもいいですから やってください

確認してください。

その支払いについての判断は総○平敷昭人教育長

務部、知事で最終的に行ったと考えております。そ

の判断の考え方については、実は私も総務部長とな

ぜそうなったのかということについて意見交換をし

てみました。そうしたら、法律相談上で明確な証拠

がないと支払わないわけにはいかないという話をさ

れていたと。そういう法律相談をした結果の所管部

署と知事の判断ということで、こちらの調査結果と

は異なっておりますが、その結果を受けとめたとこ

ろでございます。受けとめたというか、こちらの調

査結果と異なるところでありますが、法律相談も踏

まえたものだというように認識しております。

比嘉京子委員。○狩俣信子委員長

教育委員会から質疑させていただ○比嘉京子委員

きます。

ことしは、また少人数学級の拡充をされるという

ことで これを評価するのですが これは予算を21億、 、

。 、円にされていると思います この推進事業によって

これまで小学校１年生から小学校６年生 中学校１年、

生までの事業がされていると思いますが、その総額

は幾らですか。

小学校１年生から中学校○古堅圭一学校人事課長
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１年生までを実施した場合の財政負担見込み額は

21億6200万円となっております。

この21億円余りは、小学校１年生○比嘉京子委員

から中学校１年生までの負担増の分だという理解で

よろしいですか。

おっしゃるとおりです。○古堅圭一学校人事課長

それはどういう財源でしょうか。○比嘉京子委員

義務教育国庫負担制度に○古堅圭一学校人事課長

よりまして、３分の１が国庫、残りが県の負担とい

うことになります。

常に教育の質の問題も含めて、や○比嘉京子委員

はり40人学級は―世界的に見ても教育の後進国だと

言われているのが日本の実情だと思います。それで

都道府県単位で、また市町村では15人というところ

も出てきたりするわけです。その負担を財源から出

しながらやっていることを考えますと、やはり国に

対して各都道府県の教育長が一緒になって40人以下

学級の見直し等の提言をしていると思いますが、そ

の現状はどうなっていますか。

全国都道府県の教育長連○古堅圭一学校人事課長

絡協議会等を通じて、加配定数の措置等も含めて教

職員の定数の増につきましては要望しているところ

です。

やはり大もとである国のあり方に○比嘉京子委員

ついては、１クラスの人数を減らしていくというよ

うに変えていく。財源があるところがやる、ないと

ころはやれないという話ではなくて、やはりそこに

切り込んでいくことが、教育の大きな改革の一つで

はないかと思いますが、そういう働きかけはしてい

ないのですか。

、○古堅圭一学校人事課長 法令の規定によりまして

義務教育の場合は40人が標準になっておりますが、

先ほど出た全国都道府県教育長協議会等を通じまし

て、公立学校義務教育諸学校の学級編成及び教職員

定数の標準に関する法律―義務標準法の改正による

35人以下学級の早期拡充等々について改善、充実を

求めております。引き続き、県としても要望してま

いりたいと考えております。

次に、図書館行政について伺いま○比嘉京子委員

す。せんだって石垣市に行きました。県立図書館八

重山分館廃止後の状況が、なかなか外からは見えな

いのですが、たしか2010年から2012年あたりで非常

に大きな議論があったと記憶しています。その閉館

後、蔵書と資料等はどのような状況になっています

か。

県立図書館旧八重山○城田久嗣生涯学習振興課長

分館の蔵書につきましては、閉館後これまで旧図書

館で保存してまいりましたが、基本的に八重山圏域

、 、で活用していただくという観点から石垣市 竹富町

与那国町に対して、無償譲渡する方向で調整を進め

てまいりました。その結果、昨年から今年度にかけ

て与那国町に1400冊譲渡いたしました。それから、

竹富町に2128冊譲渡しております。これはおのおの

の町が希望した図書でございます。また、石垣市に

つきましては、先月２月に約５万5000冊を石垣市立

図書館に移管しています。それとともに市内の学校

等へ約2200冊を譲渡しております。そして、３市町

が譲渡を希望しなかった文庫本とか一般図書が約

２万6000冊残っております。我々としては、これに

、つきましても地元で活用してもらうという視点から

今後可能な限り早目に引き取り先を検討してまいり

たいと考えております。

この蔵書について、ここまで引っ○比嘉京子委員

。 。張ってきていると 当初は８万冊あったと思います

その議論がかなりあって、受け取る側もそういうス

ペースはないという回答からきょうまで引きずって

いるのかと思っております。

次に、離島の読書活動充実事業費が1000万円、今

回予算化されているわけなのですが、その実施内容

について伺いたいと思います。

離島読書活動充実事○城田久嗣生涯学習振興課長

業は、沖縄振興特別推進交付金―ソフト交付金を活

用している事業でございます。館外協力利用図書と

称している県立図書館で実施している移動図書館と

か、一括貸し出しで利用するための図書を購入する

ための事業で、平成27年度から実施しております。

今、委員は1000万円とおっしゃっていましたが、正

確には平成30年度予算は1340万1000円となっており

ます。
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もう少し詳しく、年何回とか具体○比嘉京子委員

的に答弁してください。

この事業は基本的に○城田久嗣生涯学習振興課長

は館外協力用図書を購入する事業でございます。図

書を購入して登録を行ったりしますので、若干の人

件費も含まれておりますが、購入を主体とした事業

でございまして、特に何回とかということはござい

ません。

これは離島県である沖縄県の、あ○比嘉京子委員

る意味では離島の定住条件にも相反する、逆行する

のかという議論になると思いますが、市町村は図書

館行政に対してどのような役割を持っているのか。

県がこのようにずっとやり続けていくのかというこ

とがよくわからないのです。離島の学校であれば、

そこに充実した図書が常にあることが大事ではない

のかと思います。巡回して行くのではなくて、常に

身近に図書があることが大事ではないか。そういう

ことからすると、やはり離島の定住条件の整備とい

うことも含めると、どうなのだろうかと思うのです

が、図書における市町村の役割についてはどうなの

ですか。

明確な基準等は持ち○城田久嗣生涯学習振興課長

合わせておりませんが、当然ながら市町村では地域

住民の読書活動を推進するという観点から、地域に

根差した住民のための図書の整備等を行うことにな

ります。一方、県としましては、それを県全体の大

きな観点から、県内の読書行政を推進するという形

での業務を行うことになります。地元の責任という

観点で申し上げますと、そういうところも十分にあ

りますが、やはり島嶼県でもございますし、現状か

ら見た場合、整備といいますか、その環境が不十分

であるという実態でございます。そういう観点から

ソフト交付金も利用しながら支援しているところで

ございます。

次に、幼児教育についてお聞きし○比嘉京子委員

たいと思います。改めてですが、幼児教育の重要性

について県はどのように認識しておられるのか伺い

たいと思います。

幼児期における教育は、○當間正和義務教育課長

生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであ

ると考えております。

もう少し充実した答弁ができませ○比嘉京子委員

んか。

幼児教育の重要性につい○當間正和義務教育課長

ては十分認識しております。そのため、さらに市町

村と連携し、これを充実させていくために、県にお

きましては、黄金っ子応援プランにおいて幼児教育

の重要性について明記しています。そして、市町村

と県の認識を一致させるために、同プランを踏まえ

、た市町村における幼児教育政策プログラムの策定と

それに基づく施策の展開を促しております。

県がどのように認識しているかと○比嘉京子委員

いうことはすごく大事だと思います。通り一遍のこ

とではなく、どう重要なのか、なぜこの時期なのか

ということについてもっと深い議論ができたらいい

。 、かと思います 今の義務教育課長のお答えによると

市町村がその担い手になっていますが、この質を上

げるためにどういうことがあるのかというと、やは

り人的配置が大きいと思います。今、国は幼児教育

を３歳から５歳としておりますが、保育園には３歳

児、４歳児、５歳児までいるわけです。この人的配

置において、保育所と幼稚園の配置基準が違います

が、その人数の違いを述べていただいて、その認識

について伺いたいと思います。

初めに幼稚園の配置基準○當間正和義務教育課長

。 、について申し上げます 幼稚園の１学級の幼児数は

文部科学省令幼稚園設置基準により35人以下を原則

とすると定められております。一方、保育所は国の

基準を参酌して、満４歳以上は30人、満３歳以上で

満４歳に満たない幼児は20人と、県の条例施行規則

で定めております。県教育委員会としましては、現

在、全国都道府県教育長協議会を通して国に要望し

ているところでありますが、引き続き、国に対して

要望していきたいと考えております。

これは教育と福祉が絡んでいるこ○比嘉京子委員

とだと思います。その観点から言いましても、厚生

労働省と文部科学省の一元化ができない理由の一つ

になっていると思います。そういう違いが生じてい

、 。 、ますが その基準はあるのですか 県の基準として

今説明した要望している国の基準はどういうもので

しょうか。
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県で、幼稚園の１学級の○當間正和義務教育課長

配置人数についての基準は定めておりませんが、全

国都道府県教育長協議会においては、幼児教育の振

興ということで、１学級の幼児数、それから教員当

たりの幼児数について改善を図っていただきたいと

要請しているところです。

。○比嘉京子委員 その内容がよくわからないのです

ともかく今小学校１年生で30人以下学級をやってい

るところに 幼稚園の配置基準を見ると５歳児が35人、

なわけです。そこら辺から考えても、やはり見直さ

ないといけないわけです 保育の担当者がいらっしゃ。

ると思いますが 保育園での３歳児 ４歳児 ５歳児、 、 、

の配置基準を教えてください。

保育所の場合は、３歳○大城清二子育て支援課長

児につきましては20対１。それから４歳児以上につ

きましては30対１の配置基準となっております。

ここも含めて、やはり配置基準は○比嘉京子委員

質につながることなので、ぜひとも見直しをお願い

するのと、一元的にすることをお願いしたいと。こ

こでも、やはり幼保の一元化を県庁内で図っていく

。必要性をぜひとも推進していただければと思います

それから幼稚園の先生方の正規雇用率について現

状でどうなっているのか。また、担任が正規でない

場合は、それがどれぐらいの割合になっているのか

教えてください。

平成29年５月現在で、公○當間正和義務教育課長

立幼稚園教諭の本務率は35.1％となっております。

それから、担任の本務率につきましては65％となっ

ております。

幼児教育は重要だという前提があ○比嘉京子委員

る中で 担任が正規ではないことが35％もあるとおっ、

しゃいました。小・中学校、高校を見てもあり得な

いことなのです。そこではたしか10％台だったと思

います。そのことを踏まえると、重要ではないとい

う扱いをしているのではないのかと。しかも、市町

村がそれを主体的にやらなければいけないところで

すが、県としては、どういうかかわり方ができるの

でしょうか。

幼稚園教育の担任の本務率が○平敷昭人教育長

65％、全体では35.1％です。質の高い幼児教育を保

障するということでは、教諭の本務採用は重要な課

題であると考えております。県教育委員会でも幼稚

園教諭の本務採用の促進について、黄金っ子応援プ

ランで示しているところではございますが、今後も

幼稚園の設置者である市町村に対して本務採用につ

いて助言等を行って本務率を上げていただくように

努めてまいりたいと。それに伴う財源措置、予算措

置への課題はありますが、これは質の向上のために

は重要ですので、ぜひとも本務の採用を進めていた

だくように、いろいろな研修会とかさまざまな場面

、 。で促して 働きかけてまいりたいと考えております

なぜ、正規雇用がずっと進んでい○比嘉京子委員

ないかということは 多くのところで採用試験をやっ、

ていないからです。ですが、地方交付税交付金―交

。 、 、付金がとよく言います 例えば 公立幼稚園の場合

きちんと交付金が財源に入っているのです 子供１人。

当たりを調べると36万9000円入っています。これに

30名掛けただけで、1000万円以上が入っています。

この金額で何名の採用、臨時雇用者でやっているの

かという話なので、切り込まないといけないと思い

ます。

そして今、50代の人はいるが、40代や30代がいな

いという空洞化が生まれています。そのような流れ

において、幼児教育が重要だということを唱え文句

にしていてはいけないと思います。そういうことを

もっと切り込んでいくこと、その決意を聞きたいと

思いますが、いかがですか。

。○平敷昭人教育長 地方交付税のお話かと思います

基準財政需要額の中で幼稚園児を測定単位というか

基礎数値にして算定している部分がございます。そ

、 。の中で 確かに36万9000円という数値がございます

、 、地方交付税が さまざまなところで議論される中で

この算定した額のとおり予算措置をするということ

が、実は義務づけられているわけではなくて、一般

財源の計算過程になっております。ただ、それでも

一つの目安という形にはなります。最終的にはその

予算措置をどうするかということは、市町村が一般

財源である交付税をどのように予算化するのかとい

うことになります。一般財源である交付税や市町村

税も含めて、その財源をどのように割り当てるかは

。主体的な判断と責任のもとで選択していくわけです

交付税措置されている部分を踏まえながら、こちら

としては本務化に必要となる適切な予算措置とその

本務化は進めていただきたいということを、さまざ
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まな場面でお願いしてまいるということかと思いま

す。

先ほど、新垣委員も質疑されてお○比嘉京子委員

、 、りましたが いかにここに投資するかということが

後々の投資効果に大きく反映されることがわかって

いるのです。

障害児を幼稚園に受け入れるときの人的加配は、

市町村で義務化されているのですか。

平成29年５月現在、公立○當間正和義務教育課長

幼稚園における特別支援の担当者が556学級中410学

級に配置されております。これにつきましては、市

町村で必要性とかを含めて配置しているものと判断

しているところです。県教育委員会としましても、

特別支援教育に対する関心が非常に高まっておりま

すので、必要に応じて、どの園でも対応できるよう

な体制づくりを推進していく必要があるものと認識

しております。今後も質の高い幼児教育の実現のた

めに市町村に対し働きかけをしてまいりたいと考え

ております。

同じ質疑を子ども生活福祉部に行○比嘉京子委員

います。保育園で障害児を受け入れるための保育士

加算は、市町村において義務的な措置とされている

のかどうかお聞きします。

市町村の認可保育所で○大城清二子育て支援課長

障害児を受け入れる場合は、受け入れに係る加配職

員の配置率について市町村が独自に基準を定めてお

ります。市町村の多くは、受け入れ児童２人または

３人に対し、１人の保育士を加配するというような

対応をしているところです。ただ、保育士の加配に

要する経費につきましては、地方交付税の措置が行

われております。その地方交付税では受け入れ児童

２人に対し保育士１人を加配するという内容になっ

ておりますので、県といたしましては市町村には説

明会を通して、受け入れ児童２人に対し保育士１人

を加配するように促しているところです。新聞報道

によりますと、平成30年度から国において障害児の

受け入れに係る地方交付税措置を拡充するというよ

うなこともございますので、市町村に対しては障害

児２人に対し保育士１人を加配するよう働きかけを

引き続き行ってまいりたいと考えております。

、○比嘉京子委員 これを徹底してお願いしたいのは

去年もことしもその予算をカットしている市があり

ます。ですから、そういう市があった場合はどのよ

うに指導なさるのでしょうか。

、○大城清二子育て支援課長 繰り返しになりますが

、 、県といたしましては 障害児の加配につきましては

地方交付税で措置されておりますので、障害児受け

入れ児童２人に対し保育士１人を配置していない市

町村に対しては適切に障害児加配の配置を行うよう

に、引き続き促していきたいと考えております。

休憩いたします。○狩俣信子委員長

午後０時10分休憩

午後１時24分再開

再開いたします。○狩俣信子委員長

亀濱玲子委員。

まず、子ども生活福祉部からです○亀濱玲子委員

が、配付されている説明資料の番号で質疑をさせて

いただきます。

説明資料の92ページ、男女共同参画推進費の性暴

力被害者ワンストップ支援センター体制整備事業に

ついてお聞きします。この事業ですが、補正予算の

ときに２億7000万円が減されまして 当初予算で２億、

9000万円が計上されておりますが、この内容につい

てお答えください。

性暴力被害者ワ○大濱靖平和援護・男女参画課長

ンストップ支援センター体制整備事業は ワンストッ、

プ支援センターを24時間、365日対応可能な病院拠点

型のセンターへ移行するために、県立中部病院の中

に病院拠点型としてのワンストップ支援センターの

専用施設を整備する事業です。

きちんと24時間の支援が可能にな○亀濱玲子委員

るためには、相談員の確保、拡充が必要だと思いま

すが、それはどうなっていますか。

24時間、365日の○大濱靖平和援護・男女参画課長

相談支援体制の実現へ向けましては、現在の相談支

援員30名を50名まで増員する必要があります。この

ため養成研修を本年度も実施しておりまして、その

人材確保を進めているところでございます。

この支援員を拡充するためにぜひ○亀濱玲子委員
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力を入れていただきたいのですが、その支援内容に

ついて確認したいと思います。例えば、内容によっ

ては自宅に戻れないケースがあると思いますが、そ

のときの対応や、その後のケアの連携はどのように

とられていくのでしょうか。

性暴力被害者に○大濱靖平和援護・男女参画課長

必要な支援を、相談支援員が支援する機関へつなげ

ていくことになっております。そういう保護が必要

な被害者につきましては、保護施設につないで支援

していくことになります。

これは相談員が移動して支援する○亀濱玲子委員

予算もそれに入っているという認識でよろしいです

か。

同行して支援す○大濱靖平和援護・男女参画課長

ることを行っておりまして、そういう予算も計上し

ています。

この中核になる、拠点病院が充実○亀濱玲子委員

することはとても大事なことですが、それとあわせ

てどこにいても支援が受けられる体制をきちんとと

ることが、その次のステップだと思います。県立病

院が中心ですが、各圏域の病院の連携あるいは産婦

人科医などの協力病院の構築はどのように進められ

ていますか。

医療支援を受け○大濱靖平和援護・男女参画課長

られるように、現在県立病院を含めて７つの病院と

協力病院ということで、連携を密にとるような体制

ができております。今後も引き続き、そういう連携

ができる協力病院をふやしていきたいと考えていま

す。

これは、本県にある産婦人科と開○亀濱玲子委員

、 。業医院 開業医も含めて考えていただきたいのです

例えば、医療費がここにきちんと宛てがわれる仕組

みは、既にできているということでよろしいのです

か。

協力病院との連○大濱靖平和援護・男女参画課長

携の中で、医療費支援も実施しております。

どこにいても24時間 ＳＯＳがしっ○亀濱玲子委員 、

かりと受けとめられる体制を充実させていただきた

いと思います。

続いて、説明資料の69番の子育て総合支援事業対

策費の中の被虐待児等の地域療育支援事業です。こ

れが前年度比1000万円増になっておりますが、事業

と予算増の内容を教えてください。

本事業は、虐○友利公子青少年・子ども家庭課長

待を受けたことなどで特別なケアを必要とする要保

護児童や、その里親家庭等へのきめ細やかな支援を

行うことを目的に、平成25年度から実施しておりま

す。平成30年度当初予算において約4700万円を計上

しており、約1000万円の増額となっております。そ

、 、の4700万円の内訳としては 補助金が4400万円余り

委託料が225万2000円になっています。今回予算がふ

えているのは、その支援拠点に里親会を追加するこ

とで、1000万円の増額になっています。

事業の内容を説明いたしますと、児童養護施設及

び里親会を地域の社会的養護の支援拠点と位置づけ

まして、本事業を専門に対応する心理療法士及び療

育支援コーディネーターを配置するほか、専門医療

機関からは医師を派遣して相談、援助、指導を行い

ます。このような専門的な支援を通じまして、養育

者の負担軽減や養育技術の向上を図るとともに、そ

のほかの機関、例えば、児童相談所や医療機関、学

校等における連携体制の構築を図るという事業内容

になっています。

これは施設や里親も、あるいは地○亀濱玲子委員

域で四、五人預かっているグループホームのような

形もあると思いますが、直接子供が助けを求める、

相談したい場合は、どういう形になりますか。

この場合、里○友利公子青少年・子ども家庭課長

親と子供が一緒に相談を受ける形になります。

、 、○亀濱玲子委員 例えば 里親と子供を切り離して

つまり子供独自で相談を受けられる形がどこかでと

れないかということが、私のイメージなのです。里

。親の相談と子供の相談は別々であったりするのです

ですから、その子供からのＳＯＳはどこで受けとめ

られるのかを教えてください。

子供のＳＯＳです○金城弘昌子ども生活福祉部長

が、施設であれば、例えば、意見箱のようなものが

あって、そのまま入れられるようになっています。

それ以外には、児童相談所の職員が定期的に施設を
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訪問しますので、その際に施設担当者に話を聞くと

かです。里親の場合は、それぞれ里子として子供を

預かっていますので、例えば、里親会の中で自分た

ちで意見交換をしながら、こういう困ったことがあ

るという声も聞きつつ 子供たちも同じように集まっ、

たりしますので、そこでお話を聞いて、児童相談所

の職員がキャッチしたりといったことになるのかと

思っています。また、施設サービスに対する第三者

機関もありますので、そういったところで対応して

いくことになるのかと思います。

一般質問でも聞かせていただきま○亀濱玲子委員

した。調べてみると、今41市町村の中で17市町村し

か、その庁舎での手話通訳を実施していない。沖縄

県が率先して総合案内や子ども生活福祉部等にまず

スキルを持った方を配置することは、すぐにやれる

のではないかと思います。まず一歩を踏み出してい

ただくためには、これに取り組んでいただきたいと

思います。これについて聞かせていただきたいと思

います。

、○與那嶺武障害福祉課長 委員がおっしゃるとおり

現状では手話通訳が必要な方が来庁された場合には

。 、十分な対応ができないという状況があります 今後

障害福祉課としても、例えば非常勤を採用する際、

採用要件を満たしている場合には、手話や点字等の

技術を習得している職員の優先採用等を検討してい

きたいと考えております。

できるだけ受け入れる体制を、行○亀濱玲子委員

政の側でもまず何ができるかということの努力、工

夫をしていただいて、そこからまた見える課題があ

ると思いますので、ぜひいつでも来てくださいと言

える体制をとっていただきたいと思います。

、 。続いて 説明資料63番の民生費の生活保護費です

これは通告していないのですが、質問聴取が終わっ

た後に、これについて新聞に出たので、答えられる

範囲での答弁をお願いします。宮古島市で２年５カ

月分の生活保護費の支給漏れがあったと。それを訴

えたら ３カ月分しか遡及できないという対応があっ、

て、それが市町村でばらばらなのだそうです。答え

られる範囲でいいのですが、県管轄の中でも、これ

までに支給漏れがあったのかお聞かせください。

過去に支給漏れがあったか○金城賢福祉政策課長

ということにつきましては、先の委員会でも御指摘

がありました。浦添市等において出産費に係る出産

証明書等にかかる2000円ほどの額ですが、その支給

漏れがありました。

厚生労働省の指針には３カ月分し○亀濱玲子委員

か支給漏れは対応できないとなっている。でも、こ

れは、自治体によってはきちんと対応してるところ

もあるということなのです。県の方針としてはどの

ように対応されているのか、聞かせてください。

御質疑の３カ月程度という○金城賢福祉政策課長

、 、ものは 厚生労働省からの課長名による通知の中で

基本的な考え方ということで、生活保護費は現在あ

るこの生活状況に着目して支給されるという性質に

鑑みて、３カ月程度の遡及が適切であろうという考

え方が示されています。その考え方については、生

活保護の実施機関である市町村や福祉事務所によっ

て対応が異なるということではなくて、おのおのの

、 、生活保護自体の遡及が生じた内容によって 例えば

他県においては遡及して全て支払った事例があると

聞いています。

これは要望なのですが、県下41市○亀濱玲子委員

町村自治体の支給漏れがないように、例えば、県に

おいて適正支給といいますか、きちんと襟を正すよ

うな、担当者講習のようなものを県で実施すること

が考えられないでしょうか。

生活保護については、11市○金城賢福祉政策課長

です。郡部については県の所管ということになりま

すので、実施機関は16機関ということになります。

この実施機関において、生活保護の実施が適正に行

われるようにという御質疑ですが、県においては、

例えば、新任のケースワーカーを初めとした研修、

査察指導員の皆さんを対象とした研修、また毎年度

県の監査がございます。16の福祉事務所に対して監

査を実施しておりますので、こういったものを通し

て適切な生活保護が行われるよう、助言等を行って

いきたいと考えています。

県が管轄する町村だけではなく、○亀濱玲子委員

生活保護費の最低基準が守られない 支給漏れがあっ、

てはならないと思いますので、できればそのあたり

のスキルアップについては、ぜひ県も11市に対して

力をかしていただきたいと思います。

続いて、教育委員会に関する質疑を行います。
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予算書の287ページ、教育総務費の教職員福利厚生

費の中に労働安全衛生管理委員会の整備があると思

います。まず、県立高校に関して伺いますが、その

取り組みの状況についてお聞かせください。

労働安全衛生管理体制に○古堅圭一学校人事課長

つきましては、労働者の安全と健康の確保、それか

ら快適な職場環境の形成を図るということで、労働

安全衛生法の規定に基づきまして、所要の体制を整

備することが義務づけられています。例えば、常時

50人以上の教職員が働いている学校の場合、産業医

や衛生管理者の専任、あるいは衛生委員会の設置等

。 、が法律上義務づけられています 県立学校の場合は

特別支援学校も含めた全ての県立学校で産業医、衛

生管理者、衛生委員会が設置されて、所要の体制が

整備されているという状況になっております。

そうです。100％設置されているに○亀濱玲子委員

、 。もかかわらず 沖縄県の教員の休職率はとても高い

ですから予防的にはその委員会があるわけです。講

習、悩み相談とかいろいろあると、産業医もいると

思います。しかし、なぜ沖縄県で、これほど休職、

中でも精神性疾患が多いのかということが問題にな

。 、るのかと思います できれば市町村も含めてですが

県が率先して、これへの対応について取り組んでい

ただきたいと思っております。その改善への取り組

みがどうなっているのかお聞かせください。

病気による休職者が依然○古堅圭一学校人事課長

として、全国的に見ても非常に高い割合、非常に多

い状況になっています。ただし、休職の主な原因と

なっている精神性疾患につきましては、さまざまな

要因等がありまして、原因究明等の調査を行うこと

はなかなか難しい面がございます。そういうものが

課題としてありますが 県の対策としては大きく３つ、

あると考えております。１点目に、保健指導による

相談窓口の設置。それから、相談窓口の設置とあわ

せて学校訪問によるメンターです。２点目に学校訪

問による面談です。３点目に、ストレスチェックの

。受検の促進を対策として講じているという状況です

それから平成21年４月から、復職支援プログラムに

。基づく復職の支援という取り組みも行っております

これは、関係者が集まって協議した上で、円滑に職

場復帰ができる計画を策定した後に、その計画に基

づいて、休職されている方が出勤になれることから

始めて、徐々に職場復帰に向けていろいろなサポー

ト等を行っているという状況です。

教育長に伺います。県だけではな○亀濱玲子委員

くて、市町村教育委員会についてもきちんと全体の

底上げをしていただきたいと思います。復職に向け

た支援プログラムの話が出ましたが、人事担当と本

人との間にあるコーディネーターや、この支援プロ

グラムの充実が、県職員だけでなくて市町村もセッ

トで取り組まなければいけないと思います。市町村

教育委員会全体も含めた改善への取り組みの働きか

けが必要ではないかと思いますが、いかがでしょう

か。

県教育委員会では７月１日から○平敷昭人教育長

の１週間の全国の安全週間とか、10月の最初の週の

全国労働衛生週間に合わせて、市町村教育委員会に

対して、労働安全衛生管理体制の整備の重要性等に

。 、ついて周知を行っているところでございます また

県立学校、市町村教育委員会の担当者を対象とした

安全衛生管理者の研修会も開催しており、職場にお

ける労働安全性の理解の促進に努めているところで

ございます。さらに、小・中学校の教職員等を対象

として、臨床心理士によるメンタルヘルスの研修会

を、各教育事務所における経年研修や管理職研修に

組み入れて実施をしているところです。県教育委員

会では、市町村教育委員会に対して、教職員の健康

確保の観点から労働安全衛生の管理体制の整備、メ

ンタルヘルス対策を推進するためのさまざまな取り

組みを行っているわけですが、今後とも市町村教育

委員会と情報交換等も行いながら、さまざまな助言

等を行ってその体制整備の強化に努めてまいりたい

と考えております。

市町村教育委員会では、労働安全○亀濱玲子委員

委員会が設置されていないところが多いので、ぜひ

配慮というか、その充実に向けて働きかけをしてい

ただきたいと思います。

離島の読書活動充実事業が、1700万円から1300万

円に減額されているのです。その減の理由を教えて

ください。

先ほども答弁しまし○城田久嗣生涯学習振興課長

たが、これは図書を購入する事業でございます。御

存じのとおり県立図書館は、現在新図書館を建設中

で、ことし12月をめどに開館予定です。このため開

館準備のために一定期間休館いたします。休館中は
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引っ越し業務に多少専念する必要もありまして 一旦、

業務を停止いたします。この期間は図書を購入する

ことができませんし、登録作業も滞りますので、こ

の事業も停止します。その期間の分だけ、その相当

額が予算減となっております。

。○亀濱玲子委員 それではぜひ提案させてください

休館中でも、離島読書活動支援事業はできると思い

ます。これについては、私はどこに行っても県教育

委員会をすごく褒めています。空飛ぶ図書館。地域

にいても離島にいても、本が届けられるという活動

が実にすばらしいのです。宮古にも県立図書館から

本がやってきたというのです。離島の難病がん患者

、 。を支援するところに ボックスで届いてくるのです

ですから、それをこういう形で、離島や僻地の小・

中学校の図書室に、ボックスで貸し出して、入れか

える、シャッフルすることについて、ぜひ力を入れ

ていただきたいと思います。これについて要望いた

します。

平良昭一委員。○狩俣信子委員長

。○平良昭一委員 子ども生活福祉部から質疑します

昨年の予算委員会で、子供の貧困対策に係る34の

指標の目標を立てていましたが、目標の達成あるい

、 。は改善などがあるのか その辺をお聞かせください

沖縄県では、子○喜舎場健太子ども未来政策課長

どもの貧困対策計画を定めております その中で34の。

指標、目標値を設定しております。平成28年度の実

績を、平成29年12月にまとめております。34の指標

のうち23の指標が改善の方向に向かっています。具

体的な例としては、放課後児童クラブ、平均月額利

用料などが改善しています。

34の指標のそれぞれの達成度、あ○平良昭一委員

るいは改善すべきところがあります。こういう資料

をぜひ委員全員に配付していただければ、また、こ

としの目標がどういうものであるかということを提

示していただければ助かりますが、いかがでしょう

か。

34の指標の進捗○喜舎場健太子ども未来政策課長

につきましては、子どもの応援未来特別委員会で、

12月に御報告させていただいておりますが、この予

算特別委員会についても、後ほど資料を御提供した

いと思います。

ひとり親家庭生活支援モデル事業○平良昭一委員

は2000万円近くの減ですが、その理由をお聞かせく

ださい

ひとり親家庭○友利公子青少年・子ども家庭課長

生活支援モデル事業は、いわゆる、ゆいはぁと事業

です。この事業では、ひとり親家庭の生活の安定と

その子供の心身の健全な発達等を支援するために、

民間アパートを借り上げまして、住宅支援を中心に

生活就労、子育て、子供への学習支援等の総合的な

支援を行っているところです。

今年度４月から県内の３拠点で事業を実施してい

ますが、この執行状況を踏まえまして、平成29年度

当初から、主に利用者の民間アパートの借り上げ料

が今年度も残があるということで減額補正したとこ

ろです。前年度から減少した理由は、このような実

績を踏まえた額に見直したためです。例えば、支援

期間として全ての世帯に対して４月から支援が入る

わけではありませんので、半分ぐらいは平均をとっ

て５月という計算をして、その分のアパートの借り

上げ料が減ったことによって2000万円減となってお

ります。ただ、母親等へのパソコン講座など就労支

援に係る経費や、子供の学習支援に係る経費などの

附帯事業についての減額はありません。

このアパートの借り上げは大変重○平良昭一委員

要なことであります。いろいろと現場の方々に聞い

てみると、なかなか独自にアパートを見つけるのは

。 、難しいという話をしているのです そういう面では

利用者が少ない、相談者が少ないというわけではな

くて、それに対応する力がないと私は受けとめてい

ます。そういうことからすると、市町村の福祉課な

ど地域の窓口にそういうシステムをつくって、例え

ば、不動産業者とのつながりを持ちながらサポート

していくシステムがぜひ必要になると思いますが、

いかがでしょうか。

本事業では、○友利公子青少年・子ども家庭課長

、居宅支援を行う民間アパートの借り上げについては

、子供の数や通学等地理的な利便性なども考えまして

できる限り利用者のニーズを考慮して決定しており

ます。本部町や今帰仁村などで居宅支援している、

ゆいはぁと北部でも、基本的には不動産会社を通し

てアパートを探していますが、不動産会社に依頼し
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てもあきがない時期があるため、その場合は個人で

経営しているアパートを探して決定している状況で

す。以上のことから、御指摘のとおり地域の市町村

からの物件情報を収集するなどして、利用者のニー

ズに適切に対応してまいりたいと考えています。

アパート借り上げのための家賃の○平良昭一委員

上限はありますか。

原則として○友利公子青少年・子ども家庭課長

６万円を上限としております。

６万円は、中部や南部ではいかが○平良昭一委員

なものでしょうか。それで見つかりますか。

現在、ゆいは○友利公子青少年・子ども家庭課長

ぁとを利用している方の平均家賃を調べてみたとこ

ろ、ゆいはぁと南部が５万7895円、ゆいはぁと中部

が５万5650円、ゆいはぁと北部は４万3470円という

ことで、いずれも６万円以内でおさまっている状況

です。

そうであれば、やはりアパートを○平良昭一委員

見つけるための手段がある程度必要になってくると

いうことですので、その辺は行政との窓口も大事に

していかないと。また、不動産業者の協力もないと

いけないと思います。ただ、各市町村は公営住宅を

持っています。それに優先的に入れるような仕組み

づくりは、難しいのでしょうか。

公営住宅の優○友利公子青少年・子ども家庭課長

先利用については、子育て世帯優遇枠等が各自治体

にあります。したがって、各自治体の事情に合わせ

まして、その取り扱いが地域で異なるのですが、利

用者に対しては支援終了後の選択肢として、必要な

情報提供を行っているという状況でございます。

やはり各町村の理解を得ないとい○平良昭一委員

けないということもあります。その辺の指導につい

ても、これから県が考えていかなければならないと

思います。大変いい状況でありますが、ただ2000万

円の減が これからの新しい事業に関して モチベー、 、

ションが下がるものであったら困るということだけ

は伝えておきたいと思います。新しく事業に取り組

みたいということであれば、どんどんやらせていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2000万円は、○友利公子青少年・子ども家庭課長

アパートの借り上げ料の減ですので、そのほかの附

帯事業には影響がないようにやっております。それ

から、北部の例ですが、ゆいはぁと北部は地域の相

談機関としての役割なども果たしておりまして、拠

点がある本部町以外のほかの市町村に居住するひと

り親家庭の親からも、さまざまな相談を随時受け付

けております。また、遠方から相談があった場合に

は、ゆいはぁと北部のスタッフが出かけて対応して

いるということで、機能としては大変充実してきて

おります。今後ともこの機能を十分果たせるように

頑張っていきたいと思います。

、○平良昭一委員 これから離島の問題も含めながら

余りにも広域過ぎるという状況もありますので、そ

の辺は努力していただきたいと思います。

午前中にも質疑がありました待機児童解消支援基

金事業と待機児童対策特別事業について、大幅減の

説明がありましたが、実際に実績が上がっているの

か確認させてください。

県は、これまで黄金っ○大城清二子育て支援課長

子応援プランに基づきまして、平成27年度からの

３カ年間で約１万8000人の保育定員を確保するとい

うことで取り組みを進めてまいりました。その３カ

、 、年間で 約１万8000人の保育定員の確保については

ほぼ達成できる見込みです 市町村では 当初は29年。 、

度末で約５万5000人の利用児童数を見込んでいて、

その受け皿として約５万7000人分を確保するという

ことで取り組みを行ってまいりました。今回、保育

所整備等の推進によるニーズの掘り起こし、女性の

就業率の上昇等もございまして、その計画の見直し

を行ったところでございます。その結果、平成31年

度末までに約６万人の利用児童数が見込まれると。

そのために、平成31年度末までに約６万3000人の保

育定員を確保する必要があるということで、当初の

５万7000人の保育定員では、約3000人の受け皿が足

。 、 、りないと その受け皿の確保に向けて 平成30年度

平成31年度の２カ年間で約6000人の受け皿の確保を

取り組んでいくということで、県も市町村と連携し

て取り組みを行っていきたいと考えているところで

す。

単刀直入に聞きますが、実績が上○平良昭一委員

がっていない市町村はありますか。
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実績が上がってないと○大城清二子育て支援課長

いうか、これまで市町村においては待機児童解消に

向けて取り組みをしてまいりました。平成29年４月

１日現在、41市町村のうち22市町村で待機児童が発

生している状況でした。平成30年４月１日の待機児

童数については、これから調査することになります

が、今回、27市町村で市町村の子ども・子育て支援

事業計画の見直しを行っているところです。いろい

ろな取り組みを市町村で積極的に進めていただいて

いるのですが、見込んでいたよりもニーズが大幅に

上回っている状況です。平成30年４月１日現在の待

機児童数の調査はこれからですが、その結果を見て

みないと何とも申し上げにくいです。

、○平良昭一委員 やはり予算減ということになると

いかにも達成している形になりがちなのです。それ

、ぞれの市町村の中でさまざまな状況がありますので

県がどのような対応、支援、指導をしていくかとい

。 、うことが重要になってくると思います 市町村間で

かなりのばらつきがあると見ていますが、その辺に

対する県の指導のあり方についてどういう考えを

持っていますか。

県におきましては、待○大城清二子育て支援課長

機児童が生じている市町村に対しては、平成27年度

から子ども生活福祉部長が市町村を訪問し、直接、

首長に待機児童解消に向けた施設整備等について働

きかけを行ってきました。当然、県でも市町村と同

じように平成31年度末の待機児童解消を目指して今

後取り組んでいくことになりますので、引き続き子

ども生活福祉部長を先頭にそういった市町村に対し

て働きかけを行ってまいりたいと。当初30億円の待

、機児童解消支援基金事業の基金を積み立てましたが

その活用によって市町村の整備が進んで、大分その

残高が減ってきておりましたので、平成30年度、平

成31年度の２カ年間で整備を行う事業費に係る県の

支援として、２月補正予算で約７億1400万円の積み

増しを行ったところでございます。そういった基金

の事業等を活用しながら、子ども生活福祉部長を先

頭に待機児童解消に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、沖縄戦の次世代への継承と○平良昭一委員

いうことで、かなり以前から質疑していますが、対

馬丸以外の戦争遭難船舶の継承に着眼点を当ててい

ただきたいと思います。対馬丸以外にも25隻の船舶

が被害に遭っています。その対馬丸以外の船舶に関

して、どのようにして継承していくか考えていらっ

しゃいますか。

平和記念資料館○大濱靖平和援護・男女参画課長

は悲惨な戦争の教訓を後世に伝え、世界の恒久平和

の実現に寄与するため、沖縄戦に関する調査研究や

戦争体験の継承に関する事業などを行っています。

同資料館の常設展示室におきまして、戦時船舶の犠

牲についても展示しております。また、沖縄戦を理

解し悲惨な体験をしっかりと受けとめ、次の世代に

継承していくための指針とすることを目的として、

昨年３月に発刊された沖縄県史各論編第６巻におき

ましても、第５節戦時撃沈船舶の諸相が掲載されて

おります。

どうしても対馬丸だけが表に出て○平良昭一委員

くる形になっているのです。それぞれのお子さんた

ちがほかの船舶で犠牲になったり、また、生き残っ

ている方々もまだ御健在であります。そういう面で

は、慰霊祭等にかかわって、そういう方々に対する

配慮もしていくべきだと思います。そういう観点か

ら今後どう対応していくのか。継承していくことも

大事ではありますが、現在の遺族に対してもある程

度の支援が必要だと思いますが、その辺をどう考え

ていますか。

遺族等に対する○大濱靖平和援護・男女参画課長

支援というところでは、対馬丸以外の遭難船舶に対

する慰霊祭を毎年６月23日の慰霊の日に、那覇市の

旭ヶ丘公園内にあります海鳴りの像において、戦時

遭難船舶遺族会の主催で執り行われております。こ

れに県も毎年参加して、慰霊しております。

この25隻もあったのだということ○平良昭一委員

をどうにかもう少しアピールしてほしいのです。ア

ピールというと大変な言い方かもしれませんが、や

はりそれぞれの思いがあって、対馬丸ばかりがいつ

も表に出てくることに引け目を感じている遺族の方

々がいらっしゃるのも事実です。そこをどうにかも

う少し私たちもその犠牲者であったのだということ

を言える状況づくりをしていただきたいということ

を要望します。

、 、次に 消費・くらし安全課の被災者再建支援事業

福島の件ですが、現在どのような状況になっている
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のかお聞かせください。

被災者再建支援事○長嶺祥消費・くらし安全課長

業は、東日本大震災に伴いまして災害救助法に基づ

く応急仮設住宅の供用から、福島県の新たな支援策

である家賃補助制度へ移行した世帯のうち、県内で

居住を継続する世帯に対し、家賃の一部として月額

１万円を補助しております。平成29年度の補助金交

付状況は、平成30年２月１日現在での交付決定世帯

数は84世帯となっています。

。○平良昭一委員 昨年と比べてどうなっていますか

今の被災者再建支援○長嶺消費・くらし安全課長

事業は平成29年度から始まった事業でございます。

現在、平成29年度の事業を実施しているところでご

ざいます。

聞き方がおかしかった。避難して○平良昭一委員

いる方々について、数値的に変わりがありますか。

休憩いたします。○狩俣信子委員長

（休憩中に、執行部から家賃補助制度を受け

ている人数で説明したい旨の発言があり、

平良委員がこれを了承した ）。

再開いたします。○狩俣信子委員長

長嶺祥消費・くらし安全課長。

平成28年11月の時○長嶺祥消費・くらし安全課長

点で、応急仮設住宅の供用を受けた世帯が135世帯で

ございます。現在の県の家賃補助制度を受けている

ものが、先ほど申し上げました84世帯ということで

す。

この135世帯と84世帯は、対象外に○平良昭一委員

なっているということですか。

県で現在進めてお○長嶺祥消費・くらし安全課長

ります家賃補助制度については、収入要件を設けて

おります。この収入要件は福島県で設定されており

まして、本県の補助金は福島県の補助制度を受けて

いるものが対象になっていますので、福島県の収入

。要件に照らすと支給対象外となる世帯がございます

教育委員会に伺います。○平良昭一委員

。過去５年間の高校の中途退学者の実績を伺います

県内高等学校の過去○半嶺満県立学校教育課長

５カ年の中途退学者数及び中退率は、平成24年度が

902人で1.9％ 平成25年度が1209人で2.4％ 平成26年、 、

度が1144人で2.2％、平成27年度が963人で1.8％、平

成28年度は1098人で2.1％という状況になっていま

す。

1000人余るのですか。これは少し○平良昭一委員

びっくりする数字です。この退学者の方々は、その

後どういう形になっているのか、追跡したことはあ

りますか。

学校におきましては、○半嶺満県立学校教育課長

安易な退学につなげるのではなく、スクールカウン

セラーとの面談を通して、できるだけかかわり続け

る指導をしております。最終的には学校長が判断し

ますが 個々の生徒に希望等に応じて進路相談を行っ、

ています。例えば、ハローワーク等の職業紹介を行

う あるいは子ども若者みらい相談プラザｓｏｒａｅ、

や高等学校の生徒就学支援センターがございます。

また、定時制高校、通信制高校など、本人の希望に

よって、相談をしながら次につなげる指導を行って

いるところです。

いろいろな関係者がいらっしゃい○平良昭一委員

ます ミスマッチ 自分が勉強したいということだっ。 、

たが、入学してみて違うということで、通信制高校

を出た方がいました。県内で、県立高校や私立高校

以外の高校の卒業資格を取れるこの学校について、

皆さんは把握されていますか。

県立高校や私立高校以○半嶺満県立学校教育課長

外で、高校卒業資格が取れる学校については、県教

育委員会で所管しておりませんが、関係機関に確認

しましたところ、沖縄県の認可学校として４校ある

ことを確認しています。

意外にこの４校が、非常に専門的○平良昭一委員

な分野の中で就職に結びつくような授業をしている

状況で、そういうシステムがあるらしいのです。そ

うであれば、高校や県教育委員会でもつなげるため
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に、そのような学校を紹介するシステムをつくった

。 、ほうがいいと思います 意外に生き生きとしていて

新しいものに出会ったという形の中で、一時期在籍

した学校よりも非常に豊かに育っているような状況

があるし、今後はこういう着眼点を持ちながら子供

たちを伸ばしていくことも必要になるのかと思いま

す。その辺を県立高校あるいは私立高校と一緒にで

きませんか。

子供たちが将来の自己○半嶺満県立学校教育課長

実現を図っていくためには、退学後もしっかりとつ

。 、なげていくことが大事だと思っています 学校では

先ほども申し上げましたが、子供たちと進路相談等

を行いながら、このような高校卒業の資格が取れる

学校や機関等も紹介しているところでございますの

で、しっかりと進路相談を通して、そのように心が

けていきたいと考えております。

人事管理費の中で、管理職候補者○平良昭一委員

選考試験の免除規定に対して、私は本会議の中で法

律違反の可能性があることを指摘してきました。そ

の実施要項の見直しも提言しましたが、今、実際に

県はどのような対応をなさっていますか。

管理職選考試験につきま○古堅圭一学校人事課長

しては、昨年の９月定例会以降、さまざまな御意見

が寄せられていました。これまで、公立学校の校長

の採用及び昇任につきましては、関係法令の規定に

よりまして教育長が選考をすると定められておりま

して、法律の規定に沿って管理職選考試験を実施し

てきております。ただ、そういうことではあります

が、管理職試験について特定の職員の免除に係る制

度につきましては、今後廃止する方向で調整してい

るところであります。

ということは、この試験免除制度○平良昭一委員

を見直すものと理解していいわけですか。私は平等

性に欠けるということを指摘してきました。そうい

う観点から、平等性に問題があったと認識されたの

ですか。

平等性に欠けるという御指摘も○平敷昭人教育長

ございましたが、これまで免除規定を設けていたの

は、管理職候補者選考試験の事務担当主幹について

は、試験に携わるということもありまして、試験を

受けるということもまた不公平になりかねないとい

う。そうかといって、その担当者を確保する必要が

あって、その辺の調整過程の中で、これまでその職

については免除するという形でやってきたわけなの

、 。ですが 県議会でもさまざまな意見がございました

そういうこともありまして、そういう公平性に欠け

るのではないのかという御意見もありますし、さま

ざまな意見もありますので、教育委員会としてはそ

の職に係る免除規定をなくしまして、その職は教員

の管理者、選考試験にかかわるような職種ではない

行政職で担当する形で、組織的な面の見直しも行っ

た上で、この免除規定について廃止することを考え

ています。

いわゆる管理職選考試験事務担当○平良昭一委員

主幹は試験免除だったわけですね。それはもう撤廃

するということで理解してよろしいですか。

最終決定という手続はあります○平敷昭人教育長

が、そういう形で進めたいと考えております。

平成31年度の試験からそうなるの○平良昭一委員

ですか。

。○平敷昭人教育長 平成30年度実施の試験からです

体裁を整えて、そういうことに踏○平良昭一委員

み切ったことを大変評価したいと思います。

次に移ります。中高一貫教育についてですが、連

携型中高一貫教育における、それぞれの学校の課題

についてお聞かせください。

連携型中高一貫の課題○半嶺満県立学校教育課長

ということでございますが、高校入試で学力検査を

課さないということによって、より学力低下を招く

という声も聞かれます。連携型入試においては適性

検査等を実施している学校もありまして、各校にお

いては中学、高校による教員による交流授業等を実

施することなどによって、学力の向上に取り組んで

いるところでございます。

各学校から、この中高一貫教育に○平良昭一委員

関して、今後も継続したい。あるいは改善してほし

いという要望等はありますか。

中高連携一貫校につき○半嶺満県立学校教育課長

ましては、学校長や学校などとこれまで意見交換を
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しているところでございます。例えば、本部高校に

おきましては、連係型中高一貫制度の見直しについ

て、校長と意見交換しておりましたが、現在の制度

を維持したままで魅力ある学校づくりに取り組みた

いという校長の意向がございまして、現在当校にお

、 、いては修学旅行の実施 選択科目での韓国語の設定

学び直しの導入、あるいは中学生と高校生の生徒間

連携などに取り組んでおりまして、その結果として

平成30年度の連携入試においては志願者が増加する

傾向にあります。そういう面では成果が上がってき

ていると思いますので、引き続き、学校と連携しな

がら活性化に向けた支援に取り組んでいきたいと考

えているところでございます。

伊良部高校と久米島高校はどうで○平良昭一委員

しょうか。

伊良部高校と久米島高○半嶺満県立学校教育課長

校については、今は、基本的に学校長との意見交換

の中では、中高一貫の見直しというようなことは上

がってきておりません。例えば、伊良部高校では中

高の相乗り授業といったことに取り組んでいて、中

学生に対して中高一貫の行事として、パワーポイン

ト講座等を実施して活性化を図っていると聞いてお

ります。申しわけございません。久米島の取り組み

等については資料を持ち合わせておりませんが、活

性化に向けて学校を挙げて取り組んでいるようなこ

とを聞いています。

県は、伊良部高校については、大○平良昭一委員

変深刻な状況だという認識を持っていただきたい。

中高一貫教育で学校の存続をかけるのか、それとも

それ以外のもので存続をかけていくのかという議論

を絶対に始めないといけない。橋がかかれば人口が

多くなるのが普通ですが、逆に減っているという現

実があるわけですから、そこを教育の立場からどう

いう形の中で進めていくのかということは、大変重

要です。橋がかかって高校がなくなったという話で

は大変困りますから そういうことがないようにしっ、

かりとこの中高一貫校については、皆さんのこれま

での実績を踏まえながら、現場に入りながらやって

いただかないといけません。その辺の努力を聞かせ

ていただけますか。

現在、伊良部高校○賀数朝正総務課教育企画室長

とは学校長を初めさまざまな方々と意見交換を行っ

ているところであります。去る２月６日にも、地元

の方やＰＴＡ代表の方などと意見交換してまいりま

した。そのときにさまざまな御意見をいただいてお

ります。その中で、今地元としては存続したいとい

う意向がかなり強いというところもあって、今後も

意見交換を行ってまいりたいところです。次年度も

入学希望者が減っていく傾向にございますので、新

年度に入って、すぐにその辺の対策について意見交

換を行っていきたいと考えています。

いよいよ、抜本的な改革が必要に○平良昭一委員

なるわけです。両方で真剣に考えて、魅力ある学校

をつくる努力をしていただきたいと思います。

18歳からの選挙権の件ですが、学校現場の取り組

みをお聞かせください。

学校現場における18歳○半嶺満県立学校教育課長

の選挙権の取り組みについては、平成28年夏の参議

院選挙から18歳以上の高校生も初めて選挙権を行使

することになりました。それに伴って、全ての県立

高校において、授業を中心に県選挙管理委員会等の

関係機関と連携しながら、主権者教育に取り組んで

いるところです。具体的な内容としては、文部科学

省作成の副教材などを活用した選挙制度等に関する

授業、ディスカッションや講話、模擬選挙などの体

験型学習、主権者教育に関する公開授業等を実施し

ているところでございます。

とにかく、18歳から選挙に行きた○平良昭一委員

いと思うような教育をしないといけないのです。そ

ういう面では授業の一環として取り組むことも大事

ですが、とにかく選挙に行けばどういう形になると

いうこともあわせて勉強する機会がないといけない

と思います。その辺は学校関係者との連携、また地

域等の声も聞きながら対応していただきたいと思い

ます。

西銘純恵委員。○狩俣信子委員長

。○西銘純恵委員 子供の貧困についてお尋ねします

沖縄県が全国で初めて子どもの貧困実態調査を行っ

て、その対策を行っています。これについて全国で

はどう評価されていますか。

県が実施してい○喜舎場健太子ども未来政策課長

る子どもの貧困実態調査については、これに協力し
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ていただいた学識者の皆様から、日本の子供の貧困

対策において非常に意義があるという評価をいただ

いております。また、その対策なども含めまして、

現在、全国各地から視察調査が多数あります。今年

度３月現在で、大学や県議会、市議会議員など29団

体が、本県へ視察調査のために訪れています。

いろいろな視察や問い合わせもた○西銘純恵委員

くさんあったのではないかと思います。

新年度における子供の貧困対策の施策と額の対前

年度比について伺います。

お手元に配付し○喜舎場健太子ども未来政策課長

てある11.8億円につきましては、子供の貧困対策を

主管している子ども未来政策課の平成30年度当初予

算です。具体的に見ると11億7821万3000円となって

おり、前年度の９億9375万6000円と比較しますと、

１億8445万7000円の増となっております。

施策の内容でふえたものはありま○西銘純恵委員

すか。

事業の内容とし○喜舎場健太子ども未来政策課長

て非常に伸びているものとして、平成28年３月に設

。置した子どもの貧困対策推進基金事業がございます

。この事業が約１億3000万円ほど増額となっています

あわせて内閣府の全面的な支援を受けています沖縄

子供の貧困緊急対策事業も約5000万円ほど増額と

なっています。

県全体の子供の貧困対策予算はど○西銘純恵委員

うなっていますか。

沖縄県では子ど○喜舎場健太子ども未来政策課長

もの貧困対策計画を定めており、これに事業が全て

ぶら下がっております。それを集約しますと、平成

30年度当初予算額は約187億円となり、平成29年度の

当初予算額175億円と比べて12億円の増となっており

ます。

この事業の開始は、平成28年度途○西銘純恵委員

中からであったと思いますが、そのときの予算額と

比べて平成30年度はどうなりますか。

平成28年度の子○喜舎場健太子ども未来政策課長

供の貧困対策に係る予算につきましては、約162億円

となっております。平成30年度予算が187億円ですの

で、25億円の増となっております。

新たな施策も出てくるのでしょう○西銘純恵委員

か。

拡充ということ○喜舎場健太子ども未来政策課長

になりますが、現在、県立高校における居場所事業

について１カ所で実施しているところです。これに

ついて内閣府の全面的な支援を受けまして５校に拡

大をしていくものが主な事業になっております。

25億円の増ということは、大きな○西銘純恵委員

支援になると思います。沖縄県が子供の貧困対策を

進めていることについては、本当に我々県議会とし

ても評価したいと思います。

次に、説明資料の25ページの児童相談所、若夏学

院、石嶺児童園の施設費について、新年度はどうな

りますか。

まず、若夏学○友利公子青少年・子ども家庭課長

院の運営費ですが、平成30年度の当初予算が8357万

7000円で、平成29年度当初予算に比べまして、744万

8000円の増となっております。増額の主な理由とし

ては、農場管理を行う用務員を配置するための報酬

費の増、老朽化した公用車の買いかえによる増、そ

れから毎年度九州各県の持ち回りで行われる九州児

童自立支援施設協議会の少年野球大会、バドミント

ン大会が沖縄県で開催されることに伴うもろもろの

費用があります。

石嶺児童園については、平成30年度の当初予算が

３億5301万1000円で、平成29年度当初予算と比べて

。 、1669万2000円増となっています 増額の主な理由は

石嶺児童園の指定管理料の算定根拠となる沖縄県児

童福祉施設措置費支弁基準の単価が、国の支弁基準

、の単価改正に伴い増額したことで委託料が増になり

この増が1481万4000円となっています。また、石嶺

地区の路線価の上昇に伴い、土地の賃借料が上がっ

たことで、192万8000円の増となっております。

次に、児童相談所に関する予算はいろいろと分か

れておりまして、児童相談業務運営費について、扶

助費は実績を踏まえた予算計上を行いましたので、

同運営費は減となっています。ただし、その他の児

童相談所維持管理費、児童虐待防止対策事業費、里

親支援事業費が増加していますので、児童相談所の

、運営に要する主要事業についてトータルで見ますと
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平成30年度当初予算は３億5829万8000円で 平成29年、

度当初予算よりも1612万円の増となっております。

児童相談所の職員体制は強化され○西銘純恵委員

たのか、その推移を伺いたいと思います。正規職員

の割合、職員の専門性の拡充など、そこら辺につい

てはどうでしょうか。

正規、非正規○友利公子青少年・子ども家庭課長

の割合については、今資料を持っていないので、数

字だけお答えさせていただきます。

まず、職員体制の強化という点で、平成30年度か

ら中央児童相談所の宮古分室の児童指導員として正

職員が１名増員になっています。それから、中央児

童相談所及びコザ児童相談所には各１名ずつを非常

勤職員ですが、里親等委託調整員として増員するこ

とになっています。里親委託調整員は、子供と里親

とのマッチングや、個々の子供の状況を踏まえ、課

題解決等に向けて適切な養育を行うために必要とな

る支援計画を策定するための専門員となっておりま

す。これまで平成21年度から平成30年度までの10年

間で、正職員27名、一般非常勤37名、計64名の増員

を行って体制強化を図っております。

両児童相談所における平成29年４月１日現在の職

員の数は、正規職員82名、再任用や臨時的任用職員

が11名、そのほかの非常勤職員が77名で、両方の合

計で170名体制となっております。

64名の増員ということは結構な体○西銘純恵委員

制強化をなされているのですが、児童虐待そのもの

が減ってきているのかというところがとても気にな

ります。それについて過去５年間の推移をお尋ねし

ます。

児童虐待相談○友利公子青少年・子ども家庭課長

件数は、平成24年度が363件、平成25年度が348件、

平成26年度が478件、平成27年度が687件、平成28年

度は713件となっております。

市町村に寄せられている虐待につ○西銘純恵委員

いては何件ですか。

その件数は、○友利公子青少年・子ども家庭課長

平成24年度が855件、平成25年度が918件、平成26年

度が919件 平成27年度が1088件 平成28年度は951件、 、

となっております。

施設の職員による虐待の状況はど○西銘純恵委員

うなっていますか。

施設で虐待が○友利公子青少年・子ども家庭課長

行われた件数は、平成24年度が２件、平成25年度が

３件 平成26年度が３件 平成27年度が３件 平成28年、 、 、

度は６件となっております。

先ほどの３つの施設は、委託を含○西銘純恵委員

めて公立という考え方でいいのかと思いますが、民

間の施設は何カ所ありますか。

児童養護施設○友利公子青少年・子ども家庭課長

については、石嶺児童園以外に民間で７カ所ありま

す。

それ以外にもグループケアとかい○西銘純恵委員

ろいろあると思いますが、民間と合わせるとどれだ

けですか。お尋ねしたいことは、そこの関係者の虐

待もあるのかということです。

非措置虐待等○友利公子青少年・子ども家庭課長

については、児童養護施設以外では行われておりま

せん。

民間施設の職員体制も結構厳しい○西銘純恵委員

のではないかと思いましたが、いずれにしても施設

の中で、平成28年度に６件の虐待があるということ

でした。この大事な養護をしなければならない現場

でも、そういうことが起こっているということを、

もっとシビアに受けとめなければいけないと思って

います。

要保護支援事業の里親とは、どのようなものです

か。

これは被虐待○友利公子青少年・子ども家庭課長

児等地域療育支援連係体制構築事業になります。こ

の事業は、特別なケアを必要とする被虐待児等の要

保護児童や、その里親家庭等に対するきめ細やかな

支援を行うことを目的に、平成25年度から実施して

います。平成30年度当初予算で約4700万円を計上し

ております。事業の概要は、児童養護施設及び里親

、会を地域の社会的養護の支援拠点として位置づけて

本事業を専門に対応する心理療法士及び療育支援

コーディネーターを配置し、専門医療機関から医師
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、 、 、を派遣して 相談援助や指導を行い その他の機関

児童相談所、医療機関、学校等における連携体制の

構築を図るものであります。

里親は全県で何名いらっしゃるの○西銘純恵委員

ですか。里親による虐待もあるのでしょうか。

登録されてい○友利公子青少年・子ども家庭課長

、 。る里親数は 平成28年度末で236名いらっしゃいます

その中で、実際に児童を受託している里親の方は

131名いらっしゃいます。

、 。里親による虐待は 先ほどの数字の中の１件です

そういう者を里親から外すことは○西銘純恵委員

当然だと思います。

児童相談所の正規職員と非正規、いろいろな臨時

職員や嘱託職員を入れて合計で88名になります。こ

れを見ると体制は相当拡充されていますが、やはり

正規職員で採用していくことが、とても重要ではな

いのかと思います。そこら辺についての見通しをど

のように持っていますか。

特に児童相談○友利公子青少年・子ども家庭課長

所等の職員の体制が厳しいことから増員要求などを

行っているところです。今回、宮古分室に１人つい

たということで、それはよかったのですが、それ以

外は認められなかったので、なかなか厳しい体制で

あるかと思います。ただ、非常勤職員といっても、

専門職の方もいらっしゃいます。そこは正職員では

できないような専門的なところを続けてやっていた

だけるということで、連携しながら児童福祉の向上

が図っていけるのではないかと考えております。

児童虐待の数は、県がつかんでい○西銘純恵委員

るだけでも700人を超えて３倍近くになっているので

はないかと。そして、市町村の虐待数が855名から

、 。951名ということは かなり激増していると思います

そういう意味では、沖縄の社会状況そのものが厳し

いことの反映だと思います。ぜひそういう子供たち

をケアをしなければいけないという立場で、職員体

制については、きちんと質の向上や正規職員もふや

してください。

次に、教育庁に移ります。

戦中戦後の義務教育未修了者の教育について、そ

の事業目的と珊瑚舎スコーレのこれまでの実績につ

いて伺います。

義務教育未修了者事業の○當間正和義務教育課長

目的についてお答えします。昭和７年から昭和16年

生まれの戦中戦後の混乱している時期に、公立中学

校に通えなかった方に対し、公立中学校に籍を置き

、 、ながら 珊瑚舎スコーレ等の支援団体で授業を行い

。卒業に相当する認定を行うという事業でございます

その実績は、珊瑚舎スコーレにおいて、平成24年度

が14名、平成25年度が16名、平成26年度が12名、平

成27年度が13名、平成28年度が６名、平成29年度は

２名の方が学んでおります。

この事業を廃止するということで○西銘純恵委員

すが、これは実施要綱等に基づいてやってきたと思

います。その要綱はもうなくなったのですか。

事業の実施要綱は、まだ○當間正和義務教育課長

生きております。

実施機関についてはどうなってい○西銘純恵委員

ますか。そして、実施形態についても教育庁の義務

教育課内に職員を置くとかという予算上の配置があ

るのかと思います。それと先ほどの珊瑚舎スコーレ

の実績と予算額もあわせてお尋ねします。

まず、珊瑚舎スコーレに○當間正和義務教育課長

係る予算について御説明します。平成23年度が550万

5000円、平成24年度が672万5000円、平成25年度が

710万7000円、平成26年度が755万4000円、平成27年

度が697万6000円、平成28年度は618万4000円となっ

。 、ています 平成29年度はまだ終了しておりませんが

395万3000円の予算額となっております。

それから、義務教育課内に事務職員を置いてとい

う質疑がございましたが、事業を開始した平成24年

度に、調査研究ということで義務教育課に職員を置

いていましたが、それ以降では職員の配置はござい

ません。

これは戦後処理の一環だというこ○西銘純恵委員

、 。とで 沖縄振興特別措置法の関係もあると思います

それで平成29年度は２名の方が学んでいるというこ

となのですが、実際にその対象者の皆さんが通って

いるということはつかんでいますか。

平成29年度の対象者とし○當間正和義務教育課長

ては２名の方が通っています。それ以外の方につい
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て珊瑚舎スコーレに問い合わせたところ、昭和７年

から昭和16年生まれの人のうち入学した方は、平成

28年度が３名、平成29年度は１名であると伺ってお

ります。それ以外の年代の人数については把握して

おりません。

きのう現場に行ったのですが、今○西銘純恵委員

年度は１年生が１人。もう一人の方は休んだ形で次

年度も１年生として残る。２年生が４名。３年生が

２名ということです。現在勉強している何名かの方

と帰るときに会いました。平成29年度に事業を打ち

切るということで、１年生、２年生については措置

していないということが実態だと思います。先ほど

説明があった要綱が生きていることを見ると、まだ

この対象者がいるにもかかわらず、なぜ打ち切るの

かと。そして実際に勉強している方がいるのに、な

、ぜそれに対して補助しないのかということについて

説明できないのではないかと思います。いかがです

か。

当初は平成25年度の入学○當間正和義務教育課長

者が卒業する平成27年度末を本事業の区切りと捉え

ておりましたが、平成27年度末時点で、２カ所の事

業所に支援対象者が残っていたことから、この方々

が卒業する平成29年度までは事業が必要であると考

えて延長してまいりました。県教育委員会といたし

ましては、これまで３事業所で延べ120人に対して支

援を行い、当初の目的はおおむね達成できたものと

考えております。平成28年度につきましては、支援

対象者の進級に伴い対象となる２年生、３年生に対

し支援を行い、平成29年度は対象となる３年生に対

してのみ支援を行ってまいりました。平成29年度で

事業を終了することにつきましては、平成27年度か

ら継続して説明を行い、事業所の理解は得られたも

のと考えております。なお、この間においても事業

所からの事業継続についての要請等はありませんで

した。

実際に、事業者は生徒を受け入れ○西銘純恵委員

ていると。次年度以降もそうです。でも、県が打ち

切りますと言ったことについて、それを理解してい

ないということであったと思います。この事業が本

当に戦中戦後の皆さんを支援し、教育させるという

ことの目的からいえば、県は本当にこの事業を終了

できるのですか。対象となる方が、実際に勉強して

いるのに打ち切りができるのかということが、今問

われていると思います。ですから、平成26年度以降

は検討するということになっているのだから、勉強

する方がいる限り、これに対して補助すべきではな

いですか。

この事業に関しまして、珊瑚舎○平敷昭人教育長

。スコーレと県教育委員会は意見交換をいたしました

その際に、先方からは、戦後補償としての本事業の

終了はいたし方ないと考えているが、夜間中学を続

けていく方策を模索していきたいと。また、国の動

きとして夜間中学に関する法律の制定があったと。

、珊瑚舎スコーレのこれまでの経験をうまく利用して

官と民で連携してやっていきたいという話です。ま

た、珊瑚舎スコーレは県から補助を受けて、今、無

料塾をやっているということで、これと連携をとっ

。ていく方法がないかという趣旨のお話がありました

そういうこともあって県教育委員会としては、先ほ

ど義務教育課長から、この事業の当初の目的がおお

むね達成されたという答弁がありました。今後、希

望者がいる場合に対して、これまでの戦後補償とい

うことだけではなくて、戦中戦後の方だけではなく

て、それ以外も対象とした夜間中学の設置が国でも

進められております。県教育委員会の中でも公立中

学校夜間学級等設置検討委員会というものがござい

ます。その中で、どのような受け入れ方法があるか

など、全体的に議論して、検討していきたいと考え

ているところです。

夜間中学はまだ開校していないの○西銘純恵委員

です。そしてこの設置目的は、夜間中学に包含され

るにしても、戦中戦後の未修了者の皆さんを含めて

卒業できなかった皆さんをどうするのかという、設

置や事業の目的が全く違います。だから、これを継

続してやるべきではないかと。これについては強く

再検討を求めます。

次に、教員の負担軽減策ですが、これに係る予算

の説明をお願いします。

平成30年度の教育委員会○古堅圭一学校人事課長

所管に係る当初予算の中の教員の負担軽減について

は ３点の主要事業がございます １点目に スクー、 。 、

ルサポートスタッフ配置事業で4000万円を計上して

おります。２点目に、部活動外部指導者の配置事業

に2000万円を盛り込んでおります。この部活動外部

指導者については、部活動指導の負担軽減を図るた

め、外部指導者の配置時間を拡充するものでありま
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す。３点目に、勤務時間管理の適正化といたしまし

て約1000万円を盛り込んでおります。この内容につ

きましては、県教育委員会が所管する県立学校に対

して、勤務管理システムを導入する新規事業となっ

ております。

金額は答弁されましたが、何名と○西銘純恵委員

いうことは答弁していません。スクールサポートス

タッフ事業の詳細についても触れていません。書い

てあるものを読んでいるだけです。

スクールサポートスタッ○古堅圭一学校人事課長

フ配置事業については、平成30年度は県内公立小・

中学校のうち、おおむね19学級以上の学校を対象に

して、37校に１名ずつ配置する予定でございます。

。○西銘純恵委員 外部指導者の人数はわかりますか

外部指導者活用事業で、○平良朝治保健体育課長

現在中学校に10名、高等学校に10名派遣しておりま

。 、 、す これまでの時間は １人当たり20時間でしたが

先ほど学校人事課長から答弁がありましたとおり、

１人当たり20時間から240時間に大幅に拡充していき

たいと考えております。

少しでも負担軽減策ができたとい○西銘純恵委員

うことで、拡充もお願いしたいと思います。

今年度から教職員の評価を踏まえた昇給が実施さ

れていますが、これに伴い給与費はどれだけふえて

いるのでしょうか。

学校職員に係る人件費の○古堅圭一学校人事課長

増額につきましては、平成29年度と比較しまして、

42億8274万3000円の増額になっております。

平成29年度から導入されたと思い○西銘純恵委員

ますが、評価方法と昇給との関連をお尋ねします。

現在の教職員の評価につ○古堅圭一学校人事課長

きましては、業績評価と能力評価の２本立てで行っ

ております。業績評価につきましては、各被評価者

に求められる役割を踏まえた上で、年度当初に設定

した目標の達成状況と職務遂行状況を把握して、達

成した役割の程度を評価するものであります。それ

から能力評価については、その発揮した能力の程度

を評価することになっておりまして、ともに絶対評

価で評価を行う仕組みになっています。

この評価方法が、どのようにして給与に反映され

るのかについて 平成29年度を例に見ると 平成28年、 、

度に実施した人事評価の結果を平成29年４月１日の

昇級に反映をさせる。それから、業績評価について

は、平成29年度中に２回の特別給がありますので、

その中の勤勉手当に成績率として反映させる仕組み

になっております。なお、業績評価、能力評価は、

管理職層と管理職層以外の項目に分けており、それ

ぞれ５段階評価となっております。

42億円が、それに関する給与費が○西銘純恵委員

ふえたと言われますが 一番高い評価をとって １年、 、

間で多くの給与等をもらった人、もらえなかった人

についてお尋ねします。

人事評価でどれだけの格○古堅圭一学校人事課長

差が出るかということにつきましては、教育職給料

表２表を例に見ると、月額8100円の差が最大値とし

て算出されています。それから、先ほど42億円の給

与費の増との関係ですが、この42億円は昨年10月の

給与勧告における職員のベースアップと教職員定数

の増によるものでございます。

人事評価の結果で、給与反映にどれぐらい差がつ

、 、くのかについては 先ほども御説明しましたとおり

管理職層と管理職以外の２つに分別されています。

それぞれＡからＥまでの５段階で評価することに

なっていて、まず管理職層は昇級区分Ａで最も高い

区分になりますが、Ａの区分が８号級、昇給区分Ｂ

が６号級、昇給区分Ｃ―これが標準になりますが、

管理職層については３号級、それから昇給区分Ｄに

つきましては２号級、昇級区分Ｅにつきましては

、 。ゼロ号級で これは昇給なしということになります

それから管理職層以外の主査級もしくは主事、主任

級の職員区分では、昇級区分のＡは７号級、昇給区

分Ｂは５号級、それから標準は４号級、昇給区分Ｄ

は２号級、Ｅがゼロ号級で、管理職層と管理職層以

外の区分の両方とも給与費が減額するということは

ございません。ただし、例えば、評価期間中に懲戒

処分等を受けた場合には、標準の成績率が適用され

ない結果、対前年に比べて特別給の額が減額すると

いう場合はあります。

休憩いたします。○狩俣信子委員長

（休憩中に、西銘委員から人事評価に基づく

給与額について具体的に答弁するよう指摘
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がされた ）。

再開いたします。○狩俣信子委員長

平敷昭人教育長。

御存じかと思いますが、人事評○平敷昭人教育長

価については、平成26年の法律改正でこれを行わな

ければいけないと地方公務員法が改正されて、その

評価を昇給に反映させることになっております。委

員の御質疑の昇級の区分は、これまでは基本的にみ

。んな一緒に上がっていくという形になっていました

人事評価で言いますと、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅという

評価があるわけです。真ん中の標準がＣで、それが

これまでの標準の上がり方だったわけです。それが

すごくすぐれてＡになった場合は、これまでは管理

者以外の場合、４号級の昇級であったものが、７号

ぐらい上がるとかです。あとはその普通の真ん中の

一番多い層は、これまでと同じような標準の上がり

方です。これがＤとかＥの場合は上がり方が低く、

要するに４号だったものがＤだと２号になるし、Ｅ

だとゼロという形です。したがって給与費の全体に

対しては中立になります。全体的に見ると、ふえる

とか減るということではないのですが、評価によっ

。て昇級の幅に差が出るという仕組みになっています

ただし金額は、号級の幅、金額が職員の等級によっ

て違いますので、一概に何円というものは出しにく

いところがありますが、その号級の昇給幅に差があ

るという形です。

給与費は変わらないが、高いほう○西銘純恵委員

に持っていくために下から削って出しているという

形であることは間違いないです。このような教師に

、対する選別を行っていくという今の教育のあり方は

文部科学省に制度を変えるぐらいのことを言わない

と、もっと教育現場が大変になると思いますから、

声を上げていただきたい。

教職員の残業や休日勤務手当は支給されています

か。支給されていないと聞いていますが、これは何

に基づいているのですか。見直しが必要ではありま

せんか。

教職員に対する休日勤務○古堅圭一学校人事課長

手当、時間外勤務手当につきましては、公立の義務

教育小学校の教職員の給与等に関する特別措置法、

いわゆる給特法ですが、その委任を受けまして条例

によって給料月額の100分の４に相当する額を基準と

して教職調整額を支給しなければならないと。あわ

せて時間外勤務手当、休日勤務手当についても支給

しないという法令上の仕組みがございます。そうい

うこともございまして、県教育委員会ではその条例

に基づきまして、教職員に対して時間外勤務手当等

の支給にかえまして、給料月額の４％に相当する額

の教職調整額を支給しています。

。○西銘純恵委員 見直しについても聞いたのですが

この教職調整額を含む教○古堅圭一学校人事課長

職員の処遇のあり方につきましては 平成29年の６月、

に文部科学大臣から中央教育審議会―中教審に諮問

がなされております。県教育委員会としましては、

今後、中教審の議論を注視してまいりたいと考えて

おります。

教員が青天井で時間外勤務がふえ○西銘純恵委員

た理由、原因も大きくそこにあると思いますから、

見直しを徹底してやっていただきたいです。

金城泰邦委員。○狩俣信子委員長

皆さんからいただいている歳出予○金城泰邦委員

算事項別積算内訳書などを見ながら、昨年度に要望

した点の確認なども含めて質疑いたします。

内訳書の34ページに社会福祉諸費ということで、

災害時の要支援者、避難計画推進事業が計上されて

おります。昨年度も、特に医療的ケアが必要な方々

に対する災害時の避難支援が必要であると申し上げ

てきたところですが、平成30年度の取り組みについ

て、御説明いただきたいと思います。

災害時における高齢者や障○金城賢福祉政策課長

害者等、災害に対して支援を要する住民に対する支

援を具体的に行うために、平成30年度も避難行動要

支援者の支援体制に精通したアドバイザー―これは

自治体の防災、減災対策の支援を専門的に行ってい

る機関ですが、そういった機関に対して市町村に対

する名簿の作成支援、個別計画の作成支援等を行う

。事業を引き続き実施していきたいと考えております

加えて平成30年度においては、災害支援チームの発

足に向けて２カ年事業ですが、社会福祉職、介護福

祉士などで構成される支援チームの発足に向けた取

り組みを推進していきたいと考えております。
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この新たな支援チームの取り組み○金城泰邦委員

について詳しく教えてください。立ち上げた後はど

のように動いていくのか御説明をお願いします。

災害によって避難生活を余○金城賢福祉政策課長

儀なくされる被災者については、例えば、避難生活

が長期化された場合において、二次被害や避難疲れ

、 、などによって いろいろと支障が出るということで

災害における課題になっております。災害における

課題については、県でも災害時における被災者への

福祉相談、避難所の環境の向上を図るといったこと

を含め、やはり適切な移送の支援といったものが重

要であると考えています。さらに、本県は島嶼県で

すので、大規模災害の発生に際して、他県から支援

がなかなか得られにくい、時間がかかるといったこ

ともあります。このような条件下でも被災者が安全

、に避難生活を送れるように支援を行うということで

現在、20県程度が被災害時の福祉派遣チームを発足

。 、しています 沖縄県においても介護職や社会福祉士

あるいは保育士等を構成員とするチームを発足して

いきたいと考えております。

こういった災害時の支援は、災害○金城泰邦委員

が起こってからやるのでは遅いと思います。日常的

にそれに備えた連携が必要だと思いますが、その辺

については検討されていますか。

このチームを発足した暁に○金城賢福祉政策課長

は、災害が発生した場合の対応だけではなくて、平

時において地域の防災リーダーとしての役割という

、 、ことで 日常的な支援として防災訓練を実施したり

研修の講師を務めることなどを考えているところで

あります。

内訳書の58ページに、重度心身障○金城泰邦委員

害者児の医療費助成事業費があります。この重度心

身障害者・児の医療費の支払いや精算方法といった

ものについての軽減策がどのようになるのか、御説

明をお願いします。

今のところは、重度心身○與那嶺武障害福祉課長

障害者医療費助成事業については、償還払いという

。 、方式をとっています そして県が実施した調査では

平成30年８月から宜野湾市ほか８市町村において、

受給者の利便性等を考慮し、現行の償還払い方式か

ら市町村窓口へ来所する必要がない自動償還方式の

導入を予定しているところです。県としましても、

そのためのシステム改修費等の予算計上を行ってい

るところでございます。

これは、今年度何月からスタート○金城泰邦委員

するのか、もう少し御説明をお願いします。

現時点で最も早いところ○與那嶺武障害福祉課長

では、平成30年度８月から宜野湾市がスタートし、

８市町村において自動償還払い方式が導入される予

定になっております。

今、８市町村や宜野湾市だけと説○金城泰邦委員

、 。明していましたが それ以外はどうなっていますか

宜野湾市以外で申し上げ○與那嶺武障害福祉課長

ますと、那覇市、石垣市、浦添市、沖縄市、うるま

市、金武町、国頭村、南風原町となっております。

、○金城泰邦委員 その８市町村以外の市町村も今後

随時導入がされていくのかと思っていますが、その

ような方向であると理解してよいでしょうか。

今のところ、この自動償○與那嶺武障害福祉課長

還払い方式の導入を希望していないところとして、

南・北大東村と与那国町があります それ以外の38市。

町村については、平成30年度から平成31年度にかけ

て、準備が整い次第、自動償還払い方式へ順次移行

していくことになると考えております。

福祉サービスをしっかりと拡充さ○金城泰邦委員

れていることに感謝申し上げます。

次に、91ページに遺族援護事務費が計上されてい

ます。その中でも特別弔慰金については、これまで

も事務的な手続になかなか時間がかかっているとい

うことで、当事者からはさまざまな御要望があるの

かと思います。平成30年度はどのような取り組みに

なりますか。

第10回特別弔慰○大濱靖平和援護・男女参画課長

金の請求につきましては、平成27年度から平成29年

度までの請求期間となっております。平成30年２月

末現在の特別弔慰金の請求件数は約５万1000件と

なっています。５万1000件の約８割に当たる約４万

件が、請求期間、初年度の平成27年度に集中したこ

とにより、採点に時間がかかりまして、手続が遅い
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というようなことがありました。

平成30年２月末現在、約５万1000件の請求件数の

うち、採点済み件数が約４万9000件で、処理率が約

96％になっております。県としましても、引き続き

採点事務が迅速に行えるよう取り組んでまいりたい

と考えております。

４万9000件までいっているという○金城泰邦委員

ことは、あと少しですので、ぜひ頑張って全ての方

に対応できる形になっていければと思っています。

次に、待機児童対策等を含めて保育士確保対策事

業等々が盛り込まれております。この待機児童解消

という角度から考えても、夜間保育は大事な取り組

みであると思っております。文教厚生委員会でフィ

ンランドに視察調査に行ったときにも、夜間保育の

、受け入れをしっかりとやっているところを見まして

県内でもそういった夜間保育の受け入れについては

しっかりと充実すべきではないかと思っています。

夜間保育を行っている認可園もしくは認可外保育園

の数について把握していたら、御説明いただけます

でしょうか。

平成29年12月１日現在○大城清二子育て支援課長

で、夜間保育所は３施設。それから夜間保育を行っ

ている認可外保育施設は12施設となっております。

このほかに、延長保育で夜８時以降も開所している

保育所が３施設ございます。

夜間保育は認可園で３施設。認可○金城泰邦委員

外で12施設あるということですが、それだけあると

。いうことはそれなりにニーズがあると思っています

ちなみに夜間保育を利用している中で、母子家庭な

どのひとり親家庭の比率やそういった方への補助メ

ニュー、母子福祉対策費等などがあるかと思います

が、その比率と補助メニューがあれば教えてくださ

い。

夜間保育を利用してい○大城清二子育て支援課長

るひとり親家庭の比率については 平成29年４月１日、

現在で、市町村に確認した数字として、夜間保育所

を利用している子供の数が92人。そのうちひとり親

世帯の子供の数は22人で、率にいたしますと23.9％

となっています。また、補助メニューですが、ひと

り親世帯の子供につきましては、生活保護世帯及び

市町村民税非課税世帯については現在無償になって

おります。また、年収360万円未満の相当世帯につい

ては、第一子が6000円、第二子以降は無償というこ

とで保育料の負担軽減が図られているところです。

続きまして、障害児の保育園の受○金城泰邦委員

け入れに関する加配の設置率です。全県的に障害児

受け入れの加配について、認可外保育所及び認可園

ともにどれくらい配置されているのか把握されてい

ますか。

認可保育所等における○大城清二子育て支援課長

障害児の受け入れに係る加配職員の配置率について

は、市町村が基準を定めていて、その多くは受け入

れ児童２人または３人に対して１人の保育士を加配

するということで対応している状況です。また認可

外保育所については、加配職員の配置基準が定めら

れていないことから、保育士等は加配されていない

ということを聞いています。県といたしましては、

平成30年度から国においても地方交付税による障害

児受け入れの交付税の算定額拡充の報道もございま

す。これまでもこの障害児保育の保育士加配につい

ては２対１で保育士を加配するように働きかけを

行ってきましたが、平成30年度は交付税の拡充もご

ざいますので、引き続き、市町村に対して受け入れ

児童２人に対し保育士１人を加配するように働きか

けを行ってまいりたいと考えております。

ぜひ働きかけをお願いしたいと思○金城泰邦委員

います。

これまでの事例の中では、加配保育士なしの状態

で障害児を受け入れていたケースなどはありました

か。これについて皆さんは把握されていますか。

御質疑の加配なしで障○大城清二子育て支援課長

害児を受け入れている件数について、現在、県では

把握しておりません。ただ県としましては、先ほど

御説明したように、障害児の受け入れに係る保育士

の加配に要する経費については、受け入れ児童２人

に対して保育士１人を加配できるよう地方交付税に

よる措置がなされていることから、市町村に対して

は説明会を通し、適切に保育士加配を行うよう促し

てきたところでございます。引き続き、障害児保育

の充実に向けて、市町村に対して働きかけを行って

まいりたいと考えております。

ぜひしっかりとやっていただきた○金城泰邦委員

いと思っています。
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保育士の離職の理由として、加配がないまま、保

育士さんが障害のある子とそうでない子も一緒に見

ないといけない。そして危険な現場を担うことの負

担から離職したケースもあると伺っていますので、

そういうことがないように取り組みをお願いしたい

と思います。

教育委員会の関連ですが、通級指導教室と通級指

、導教員の拡充の取り組みが国会でも議論されていて

平成30年度予算で新たに拡充される予定であると

伺っております その件について 沖縄県で平成30年。 、

度の通級指導教員の教員数はどのように変化してい

くのか、御説明お願いします。

平成30年度の前に、平成○古堅圭一学校人事課長

29年度について御説明いたします。

通級指導教室の加配教員配置要望数と配置実績に

ついては、平成29年度、小学校では要望数69名に対

して51人を配置しています。同じく中学校では、要

望数24名に対して12名を配置しています。平成30年

度は見込み値ですが、小学校では要望数86名に対し

。 、て51名の配置を予定しています 同じく中学校では

要望数29名に対して19名を予定しております。平成

30年度を平成29年度と比較してみると、小学校の配

置人員数は同じですが、中学校では７名ほど増員し

て配置する予定となっています。

増員によって通級指導の教室がふ○金城泰邦委員

えるところはありますか。

基本的に、通級指導教室○古堅圭一学校人事課長

の数がふえるということになります。したがって、

教室自体がふえることになります。

、 、○金城泰邦委員 先ほどの答弁で 小学校が同数で

中学校が７名増とおっしゃっていました それに伴っ。

て７教室がふえるという理解でいいのか、答弁をお

願いします。

委員のおっしゃるとおり○古堅圭一学校人事課長

でございます。

教員の負担軽減について、西銘委○金城泰邦委員

員の質疑に対する答弁の中で、外部指導者の活用や

スクールサポーターも含まれるとありました。それ

以外に、例えば、秋田県などで教員の負担軽減とい

う目的で、校務支援システムを導入している事例も

ございます。そういった負担軽減策についても検討

されているのかどうか教えてください。

校務支援システムの導入○登川安政教育支援課長

については、教職員の業務効率化や子供たちと向き

合う時間等を増加する観点から重要であると考えて

います。そのため、県立高等学校においては、定時

制、通信制を合わせた全ての学校で、平成28年度か

ら校務支援システムが稼働しております。また特別

支援学校についても、平成30年度から運用を始める

方向で、今年度、そのシステムを構築しているとこ

ろです。さらに県内市町村の小・中学校の校務支援

システムの整備状況は、市町村によって差がありま

すが 平成29年３月現在 全県の平均が74.6％となっ、 、

ております。具体的に見ると、全ての小・中学校に

整備されている市町村が14団体、全ての小・中学校

に整備されていないものの県平均以上となっている

市町村が６団体 県平均以下の市町村は21団体となっ、

ています。県教育委員会としましては、校務の情報

化を進めていくため、市町村情報教育担当者連絡会

議などを通して、校務支援システムの課題や改善の

工夫など、さまざまな情報交換と情報提供を行って

いきたいと考えています。

こういったシステムに関しては、○金城泰邦委員

県がしっかりと指導して、全県的に統一したシステ

ムであれば、安価で購入することも可能であると思

います。そういった意味でも、しっかりと指導して

いただければと思います。

同じく負担軽減の中で、学校行事等の見直しとい

う角度からですが、中学校などで陸上競技の地区大

会とかが毎年行われていると思います。その地区大

会は、沖縄県大会で終了で、その競技で優勝する子

がいたとしても、余り評価にはつながらないもので

あると伺っています。学校の先生からは、部活動を

頑張っている子が少し時間が割かれているといった

こともあると伺っておりまして、その必要性につい

ても議論する必要があると思っています。ほかの都

道府県では、既に廃止しているところも数多くある

と聞いています。沖縄県としてはどのように考えて

いるのでしょうか。

委員の御質疑につきまし○平良朝治保健体育課長

ては、多分、各地区の陸上競技大会のことかと思い

。 、ます この大会は学校対抗で実施されておりまして

県秋季陸上競技大会の地区予選を兼ねています。地
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区の上位選手が地区代表として、県大会に参加して

いくわけでございます。その上の大会、いわゆる県

の秋季陸上競技大会は、中学校体育連盟が創立され

た1959年から実施されており、約60年の歴史がある

大会です。この大会の目的が中学生の体力、競技力

の向上と心身の健全な育成、生徒の親和、融和を図

ることとなっており、教育的な意義やさまざまな効

果があるものと考えております。なお、委員からご

ざいましたように、一方で本大会や地区大会に出場

するため、多くの生徒が本来所属している部活動の

練習を中断することや、学校によっては全校生徒が

応援として参加することなどによって生徒や教員に

ある程度の負担があることも伺っております。この

ため、応援の参加については１学年のみに限定する

ことや、練習期間等を統一した方針を示して改善し

ている地区もあると伺っております。このようなこ

とも踏まえまして、県教育委員会としましては、中

体連や関係団体等と意見交換してまいりたいと考え

ております。

そういった行事等は、いろいろな○金城泰邦委員

趣旨があって60年間続いてきたと 今後は そういっ。 、

た教育のあり方もいろいろと変わってくると思って

います。

今、アクティブラーニングなどが議論されており

ます。アクティブラーニングが導入されると、教育

現場においては教員増の必要性やカリキュラムの変

更が必要になってくると思われるのですが、小・中

学校、高校のそれぞれで、このアクティブラーニン

グ導入に向けた取り組みはどうなっているのか。ま

たどのように検討されているのか、御説明をお願い

します。

初めにアクティブラーニ○當間正和義務教育課長

ングについて御説明させていただきます。アクティ

ブラーニングとは、児童生徒の思考力、判断力、表

現力を育成するために、教師が一方的に教え込むの

ではなく、児童生徒がみずから課題を見つけ出し、

仲間との対話などを通して課題を解決するなど、児

童生徒が主体となって学習する授業のことです。例

えば、三角形の面積の求め方を学習する授業では、

教師が初めに公式を教えて面積を計算させるという

だけではなくて、子供たちが過去に学習した内容や

生活経験をもとに面積の求め方の予想を立てて、隣

同士やグループで話し合いながら最終的に公式にた

どり着くような学習内容となっています。その時の

教師の役割としては、子供一人一人が考え、話し合

い、解決を導き出せる発問や支援を行うこととなっ

ています。学習指導要領では主体的、対話的で深い

学びとしております。アクティブラーニングとは特

定の学習の型ではなく、学習者みずからが学びに向

かう能動的学習法のことです。

次に、小・中学校の状況を説明いたします。本県

、 、におきましては 学力向上推進プロジェクトの中で

問いが生まれる授業を提唱し、児童生徒自身が問い

を持って学習する授業を通して主体的、対話的で深

い学び、つまりアクティブラーニングを実現したい

と考えております。小学校ではかなり進んできてい

ますが、中学校におきましては授業改善の意識は高

まりつつあるものの、個々の授業や教科によっては

その取り組みに差が見られます。県教育委員会では

学校訪問等を通して、各学校や教師にアドバイスを

行い授業改善に努めているところございます。

アクティブラーニング○半嶺満県立学校教育課長

導入による高校のカリキュラムの変更については、

今年度、高等学校の学習指導要領の案が出されてお

ります。その案では、アクティブラーニング導入に

伴うカリキュラムの変更は特になく、主体的、対話

的、深い学びという、いわゆるアクティブラーニン

グの視点から授業改善を行うことで学校教育におけ

る質の高い学びを実現し、能動的に学び続けること

を目指して、現在、授業改善に取り組んでいるとこ

ろでございます。具体的には、研究校を指定してア

クティブラーニング研修等の検証授業などを実施し

ており、新しい時代に求められる資質や能力を育む

、 、ための課題の発見 創造的な学びの研修を実施して

その強化に関する指導方法や評価方法の研究開発に

取り組んでいるところでございます また 平成30年。 、

度から、進学重点拠点校授業力向上事業を立ち上げ

る予定としております。これは県内進学重点拠点校

に在籍する５教科の教員がプロジェクトチームをつ

くりまして、年間を通して単元開発、研究授業、評

価問題の作成等を行って、各教科の見方や考え方を

もとに思考力、判断力、表現力等の育成を目指した

沖縄型の授業のあり方について研究していく予定で

ございます。

２年後には大学受験の制度も変わ○金城泰邦委員

るということで、そうなると高校生のときの大学受

。験に向けた取り組みも変わってくるのかと思います

その後、高校入試に向けた中学校の授業のあり方、
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中学校に進級する小学校の授業のあり方も変わって

くるのかと。思考力、判断力、表現力を重視すると

いうものになっていくのかと考えます。しっかりと

我々も研究しながら、皆様と議論してまいりたいと

思います。

以上で、子ども生活福祉部及び○狩俣信子委員長

教育委員会関係予算議案に対する質疑を終結いたし

ます。

説明員の皆さん、大変お疲れさまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

再開いたします。○狩俣信子委員長

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変お疲れさまでした。

次回は、明 ３月９日 金曜日、午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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。沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する

委 員 長 狩 俣 信 子


